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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明対象物を準備する照明対象物準備工程、および、発光装置から出射される光により
対象物を５ｌｘ以上１５０ｌｘ以下の照度範囲で照明する照明工程、を含む照明方法であ
って、
　前記照明工程において、前記発光装置から出射される光が対象物を照明した際に、前記
対象物の位置で測定した光が以下の（１）、（２）及び（３）を満たすように照明するこ
とを特徴とする照明方法。
（１）前記対象物の位置で測定した光のＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射
軌跡からの距離ＤuvSSLが、－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０である
。
（２）前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の＃０１から＃
１５の下記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における
ａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*

nSSL、ｂ*
nSSL（ただしｎは１から１５の自然数）とし、

　前記対象物の位置で測定した光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光
による照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７
６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*

nref、ｂ*
nref（ただしｎは１

から１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣnが
　－２．７　≦　ΔＣn ≦　２２．３　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たし、
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下記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式（２）を満たし、
【数１】

【数２】

かつ、飽和度差の最大値をΔＣmax、飽和度差の最小値をΔＣminとした場合に、飽和度差
の最大値と、飽和度差の最小値との間の差ΔＣmax－ΔＣminが
　３．０　≦　（ΔＣmax－ΔＣmin）　≦　２１．８
を満たす。
ただし、ΔＣn＝√｛（ａ*

nSSL）
2＋（ｂ*

nSSL）
2｝－√｛（ａ*

nref）
2＋（ｂ*

nref）
2

｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
（３）前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の上記１５種類
の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθnSSL（度
）（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　前記対象物の位置で測定した光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光
による照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７
６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθnref（度）（ただしｎは１から１５の自然数）
とした場合に、色相角差の絶対値｜Δｈn｜が
　０　≦　｜Δｈn｜　≦　９．２（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
ただし、Δｈn＝θnSSL－θnrefとする。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明方法であって、
　前記対象物の位置で測定した光の分光分布をφSSL（λ）、前記対象物の位置で測定し
た光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分布をφref（λ）、前記対象物の
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位置で測定した光の三刺激値を（ＸSSL、ＹSSL、ＺSSL）、前記対象物の位置で測定した
光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし
、
　前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記対象物の位置で
測定した光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Ｓref（λ）と、
これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在し、
　前記対象物の位置で測定した光の下記数式（３）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦
　Ａcg ≦　－２５を満たすことを特徴とする照明方法。
【数３】

【請求項３】
　請求項１に記載の照明方法であって、
　前記対象物の位置で測定した光の分光分布をφSSL（λ）、前記対象物の位置で測定し
た光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分布をφref（λ）、前記対象物の
位置で測定した光の三刺激値を（ＸSSL、ＹSSL、ＺSSL）、前記対象物の位置で測定した
光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし
、
　前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記対象物の位置で
測定した光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Ｓref（λ）と、
これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在せず、
　前記対象物の位置で測定した光の下記数式（４）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦
　Ａcg ≦　－２５を満たすことを特徴とする照明方法。
【数４】

【請求項４】
　発光要素が内在する発光装置であって、
　前記発光装置から出射される光は、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが、－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０となる光
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　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在し、
　下記数式（３）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５を満たすこと
を特徴とする発光装置。
【数５】

【請求項５】
　発光要素が内在する発光装置であって、
　前記発光装置から出射される光は、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが、－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０となる光
を主たる放射方向に含み、
　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在せず、
　下記数式（４）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５を満たすこと
を特徴とする発光装置。
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【数６】

【請求項６】
　請求項４または５に記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光が以下の（１）及び（２）を満たすこと
を特徴とする発光装置。
（１）前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合
の＃０１から＃１５の下記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*

色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*
nSSL、ｂ*

nSSL（ただしｎは１から１５の自然
数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光で
の照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　
Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*

nref、ｂ*
nref（ただしｎは１から

１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣnが
　－２．７　≦　ΔＣn ≦　２２．３　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）を満たし
、下記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式（２）を満たし、

【数７】

【数８】

かつ飽和度差の最大値をΔＣmax、飽和度差の最小値をΔＣminとした場合に、飽和度差の
最大値と、飽和度差の最小値との間の差ΔＣmax－ΔＣminが
　３．０　≦　（ΔＣmax－ΔＣmin）　≦　２１．８
を満たす。
ただし、ΔＣn＝√｛（ａ*

nSSL）
2＋（ｂ*

nSSL）
2｝－√｛（ａ*

nref）
2＋（ｂ*

nref）
2

｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
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　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
（２）前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合
の上記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相
角をθnSSL（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光で
の照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　
Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθnref（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし
た場合に、色相角差の絶対値｜Δｈn｜が
　０　≦　｜Δｈn｜　≦　９．２（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
ただし、Δｈn＝θnSSL－θnrefとする。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれか１項に記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布φSSL（λ）から導出され
る波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以下の範囲の放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）が
　１７４（ｌｍ／Ｗ）　≦　Ｋ（ｌｍ／Ｗ）　≦　３１８（ｌｍ／Ｗ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の発光装置であって、前記色相角差の絶対値｜Δｈn｜が
　０．００３　≦　｜Δｈn｜　≦　８．３（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項９】
　請求項６に記載の発光装置であって、前記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式
（２）´を満たすことを特徴とする発光装置。
【数９】

 
【請求項１０】
　請求項６に記載の発光装置であって、前記飽和度差ΔＣnが
　－２．４　≦　ΔＣn ≦　２０．２　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項１１】
　請求項６に記載の発光装置であって、前記飽和度差の最大値と、前記飽和度差の最小値
との間の差ΔＣmax－ΔＣminが
　３．４　≦　（ΔＣmax－ΔＣmin）　≦　１９．７
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項１２】
　請求項４～１１のいずれか１項に記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、黒体放射軌跡からの距離ＤuvSSLが
　－０．０２５０　≦　ＤuvSSL　≦　－０．０１６６
を満たすことを特徴とする発光装置。
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【請求項１３】
　請求項４～１２のいずれか１項に記載の発光装置であって、前記数式（３）または（４
）で表される指標Ａcgが
　－４１９　≦　Ａcg　≦　－２９
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項１４】
　発光要素が内在する発光装置の設計方法であって、
　前記発光装置から出射される光が、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０である光を
、主たる放射方向に含むようにし、
　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在し、
　下記数式（３）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５となるように
調整することを特徴とする発光装置の設計方法。

【数１０】

【請求項１５】
　発光要素が内在する発光装置の設計方法であって、
　前記発光装置から出射される光が、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０である光を
、主たる放射方向に含むようにし、
　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref
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　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在せず、
　下記数式（４）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５となるように
調整することを特徴とする発光装置の設計方法。
【数１１】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光装置から出射する光が対象物を照明する照明方法と、当該照明方法を具現
化する発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＧａＮ系半導体発光素子の高出力化、高効率化は目覚ましく進展している。また
、半導体発光素子、もしくは、電子線を励起源とした各種蛍光体の高効率化も盛んに研究
されている。これらの結果、旧来のものに比較して、現在の光源、光源を含む光源モジュ
ール、光源モジュールを含む器具、器具を含むシステム等の発光装置は急速に省電力化し
ている。
【０００３】
　たとえば、ＧａＮ系青色発光素子を黄色蛍光体の励起光源として内在させ、かつ、当該
ＧａＮ系青色発光素子のスペクトルと当該黄色蛍光体のスペクトルから、いわゆる擬似白
色光源を作り、照明用光源、または、これを内在させた照明用器具、さらには、空間内で
当該器具を複数配置させた照明システムとすることが広く行われている。（特許文献１参
照）
【０００４】
　これら形態に内在しうる照明用光源の一種であるパッケージ化されたＬＥＤ（たとえば
パッケージ材中に、当該ＧａＮ系青色発光素子、黄色蛍光体、封止剤等を含む）は、６０
００Ｋ程度の相関色温度（Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　Ｃｏｌｏｒ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
／ＣＣＴ）領域で、パッケージＬＥＤとしての光源効率が１５０ｌｍ／Ｗを超える商品も
ある。（非特許文献２参照）
　さらに、液晶バックライト用光源等も同様に高効率化、省電力化が進展している。
【０００５】
　しかし、これらの高効率化を目指した発光装置は、色の見え（Ｃｏｌｏｒ　ａｐｐｅａ
ｒａｎｃｅ）や視認性に対する配慮は不十分であることが各方面から指摘されている。特
に照明用途として用いた場合には、光源／器具／システム等の発光装置の高効率化ととも
に、物体を照らした際の「色の見え」あるいは「視認性」は非常に重要である。
【０００６】
　これらに配慮する試みとしては、国際照明委員会（Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌｅ　ｄｅ　Ｉ’Eｃｌａｉｒａｇｅ／ＣＩＥ）で確立された演色評価数
（Ｃｏｌｏｕｒ　Ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　Ｉｎｄｅｘ／ＣＲＩ）（ＣＩＥ（１３．３））の
スコアを向上させるべく、青色発光素子のスペクトルと黄色蛍光体のスペクトルに対して
赤色蛍光体や赤色半導体発光素子のスペクトルを重畳させる試み等がなされている。例え
ば、赤色源を含まない場合の典型的なスペクトル（ＣＣＴ＝６８００Ｋ程度）では、平均
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演色評価数（Ｒa）と、鮮やかな赤色の色票に対する特殊演色評価数（Ｒ9）はそれぞれＲ

a＝８１、Ｒ9＝２４であるが、赤色源を含む場合にはＲa＝９８、Ｒ9＝９５と演色評価数
のスコアを上げることができる。（特許文献２参照）
【０００７】
　また、別の試みとしては、特に特殊照明用途において、発光装置から発せられるスペク
トルを調整し、物体の色の見えを所望の色を基調とすることもなされている。例えば、非
特許文献１には赤色基調となる照明光源が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３５０３１３９号公報
【特許文献２】ＷＯ２０１１／０２４８１８号パンフレット
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】“一般蛍光灯　ミートくん”、［ｏｎｌｉｎｅ］、プリンス電機株式会
社、［平成２３年５月１６日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.prince-d.co
.jp/pdct/docs/pdf/catalog_pdf/fl_nrb_ca2011.pdf＞
【非特許文献２】“LEDs MAGAZINE、［平成２３年８月２２日検索］、インターネット＜
ＵＲＬ：http://www.ledsmagazine.com/news/8/8/2＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　演色評価数は、評価対象となる発光装置の光（試験光）が有するＣＣＴに対応させて選
択される「基準の光」で照明した色の見えに対して、試験光で照明した場合の色の見えが
いかに近接しているかを示す指標である。すなわち、演色評価数は評価対象となる発光装
置の忠実度を示す指標である。しかし、近年の研究から平均演色評価数（Ｒa）や特殊演
色評価数（Ｒi （ｉは１から１４、日本においてはＪＩＳの規定によりｉは１から１５）
）が高いことは、必ずしも人間に対して良好な色の知覚を誘発する訳ではないことが明ら
かになりつつある。すなわち、演色評価数のスコアを向上させるこれらの手法は、必ずし
も良好な色の見えを実現する訳ではないという問題がある。
【００１１】
　さらに、色の見えが照明される物体の照度によって変化する効果は、現在の種々の演色
評価指標（ｃｏｌｏｒ　ｒｅｎｄｉｔｉｏｎ　ｍｅｔｒｉｃ）には含まれていない。通常
１００００ｌｘ程度以上の照度である屋外で見た鮮やかな花の色が、５００ｌｘ程度の室
内に持ち込むと、本来同じ色であるにも関わらず、色がくすんで彩度が下がった別物よう
に見えることは通常経験される。また、たとえば１５０ｌｘ以下の、さらに低照度の環境
で見ると、さらに色がくすんで彩度が下がって見える。一般には、物体の色の見えに関す
る飽和度は照度に依存し、たとえ照明している分光分布が同一であったとしても、照度が
下がると飽和度は下がる。すなわち、色の見えはくすむ。これはハント効果（Ｈｕｎｔ　
ｅｆｆｅｃｔ）として知られている。
【００１２】
　ハント効果は演色性、視認性に大きく影響を与えるものの、現状の光源、器具、システ
ム等の発光装置全般の評価には積極的には考慮されない。
　特に、たとえば５ｌｘから１５０ｌｘ程度までの低照度環境における演色性確保、視認
性確保等がどうすれば可能になるかは明らかとされていない。
【００１３】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであって、５ｌｘ以上から１５
０ｌｘ以下の領域において、従来光源を用いて同程度の照度で物体を照明した場合よりも
、人間の知覚する有彩色の色の見えがより良好で、明るさ感が高く、かつ、視認性のより
高い物体の見えを実現できる照明方法と、これを具現化するための発光装置を提供するこ
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とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明の第一の実施態様は以下の事項に関する。
［１］照明対象物を準備する照明対象物準備工程、および、発光装置から出射される光に
より対象物を５ｌｘ以上、１５０ｌｘ以下の照度範囲で照明する照明工程、を含む照明方
法であって、
　前記照明工程において、前記発光装置から出射される光が対象物を照明した際に、前記
対象物の位置で測定した光が以下の（１）、（２）及び（３）を満たすように照明するこ
とを特徴とする照明方法。
（１）前記対象物の位置で測定した光のＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射
軌跡からの距離ＤuvSSLが、－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０である
。
（２）前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の＃０１から＃
１５の下記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における
ａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*

nSSL、ｂ*
nSSL（ただしｎは１から１５の自然数）とし、

　前記対象物の位置で測定した光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光
による照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７
６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*

nref、ｂ*
nref（ただしｎは１

から１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣnが
　－２．７　≦　ΔＣn ≦　２２．３　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たし、
下記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式（２）を満たし、
【数１】

【数２】

かつ、飽和度差の最大値をΔＣmax、飽和度差の最小値をΔＣminとした場合に、飽和度差
の最大値と、飽和度差の最小値との間の差ΔＣmax－ΔＣminが
　３．０　≦　（ΔＣmax－ΔＣmin）　≦　２１．８
を満たす。
ただし、ΔＣn＝√｛（ａ*

nSSL）
2＋（ｂ*

nSSL）
2｝－√｛（ａ*

nref）
2＋（ｂ*

nref）
2

｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
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　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
（３）前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の上記１５種類
の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθnSSL（度
）（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　前記対象物の位置で測定した光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光
による照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７
６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθnref（度）（ただしｎは１から１５の自然数）
とした場合に、色相角差の絶対値｜Δｈn｜が
　０　≦　｜Δｈn｜　≦　９．２（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
ただし、Δｈn＝θnSSL－θnrefとする。
［２］［１］に記載の照明方法であって、
　前記対象物の位置で測定した光の分光分布をφSSL（λ）、前記対象物の位置で測定し
た光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分布をφref（λ）、前記対象物の
位置で測定した光の三刺激値を（ＸSSL、ＹSSL、ＺSSL）、前記対象物の位置で測定した
光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし
、
　前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記対象物の位置で
測定した光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Ｓref（λ）と、
これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在し、
　前記対象物の位置で測定した光の下記数式（３）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦
　Ａcg ≦　－２５を満たすことを特徴とする照明方法。
【数３】

［３］［１］に記載の照明方法であって、
　前記対象物の位置で測定した光の分光分布をφSSL（λ）、前記対象物の位置で測定し
た光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分布をφref（λ）、前記対象物の
位置で測定した光の三刺激値を（ＸSSL、ＹSSL、ＺSSL）、前記対象物の位置で測定した
光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし
、
　前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記対象物の位置で
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測定した光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の規格化分光分布Ｓref（λ）と、
これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在せず、
　前記対象物の位置で測定した光の下記数式（４）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦
　Ａcg ≦　－２５を満たすことを特徴とする照明方法。
【数４】

［４］［１］～［３］のいずれかに記載の照明方法であって、
　前記対象物の位置で測定した光の分光分布φSSL（λ）から導出される波長３８０ｎｍ
以上７８０ｎｍ以下の範囲の放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）が
　１７４（ｌｍ／Ｗ）　≦　Ｋ（ｌｍ／Ｗ）　≦　３１８（ｌｍ／Ｗ）
を満たすことを特徴とする照明方法。
［５］［１］～［４］のいずれかに記載の照明方法であって、前記色相角差の絶対値｜Δ
ｈn｜が
　０．００３　≦　｜Δｈn｜　≦　８．３（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たすことを特徴とする照明方法。
［６］［１］～［５］のいずれかに記載の照明方法であって、前記一般式（１）で表され
る飽和度差の平均が下記式（２）´
を満たすことを特徴とする照明方法。

【数５】

［７］［１］～［６］のいずれかに記載の照明方法であって、前記飽和度差ΔＣnが
　－２．４　≦　ΔＣn ≦　２０．２　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たすことを特徴とする照明方法。
［８］［１］～［７］のいずれかに記載の照明方法であって、前記飽和度差の最大値と、
前記飽和度差の最小値との間の差ΔＣmax－ΔＣminが
　３．４　≦　（ΔＣmax－ΔＣmin）　≦　１９．７
を満たすことを特徴とする照明方法。
［９］［１］～［８］のいずれかに記載の照明方法であって、
　前記対象物の位置で測定した光は、黒体放射軌跡からの距離ＤuvSSLが
　－０．０２５０　≦　ＤuvSSL　≦　－０．０１６６
を満たすことを特徴とする照明方法。
［１０］［２］または［３］に記載の照明方法であって、前記数式（３）または（４）で
表される指標Ａcgが
　－４１９　≦　Ａcg　≦　－２９
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を満たすことを特徴とする照明方法。
［１１］［１］～［１０］のいずれかに記載の照明方法であって、
　前記対象物の位置で測定した光は、分光分布φSSL（λ）から導出される波長３８０ｎ
ｍ以上７８０ｎｍ以下の範囲の放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）が
　１９５（ｌｍ／Ｗ）　≦　Ｋ（ｌｍ／Ｗ）　≦　２８８（ｌｍ／Ｗ）
を満たすことを特徴とする照明方法。
［１２］［１］～［１１］のいずれかに記載の照明方法であって、前記対象物の位置で測
定した光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）が
　２５５０（Ｋ）　≦　ＴSSL（Ｋ）　≦　５６５０（Ｋ）
を満たすことを特徴とする照明方法。
［１３］［１］～［１２］のいずれかに記載の照明方法であって、前記発光装置は発光要
素として半導体発光素子を備え、前記半導体発光素子が出射する光を含めて１種類以上６
種類以下の発光要素から出射される光を発することを特徴とする照明方法。
［１４］［１］～［１３］のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の
発光スペクトルのピーク波長が３８０ｎｍ以上４９５ｎｍ未満であって、かつ、半値全幅
が２ｎｍ以上４５ｎｍ以下であることを特徴とする照明方法。
［１５］［１４］に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピ
ーク波長が３９５ｎｍ以上４２０ｎｍ未満であることを特徴とする照明方法。
［１６］［１４］に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピ
ーク波長が４２０ｎｍ以上４５５ｎｍ未満であることを特徴とする照明方法。
［１７］［１４］に記載の照明方法であって、当該半導体発光素子の発光スペクトルのピ
ーク波長が４５５ｎｍ以上４８５ｎｍ未満であることを特徴とする照明方法。
［１８］［１］～［１３］のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の
発光スペクトルのピーク波長が４９５ｎｍ以上５９０ｎｍ未満であって、かつ、半値全幅
が２ｎｍ以上７５ｎｍ以下であることを特徴とする照明方法。
［１９］［１］～［１３］のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の
発光スペクトルのピーク波長が５９０ｎｍ以上７８０ｎｍ未満であって、かつ、半値全幅
が２ｎｍ以上３０ｎｍ以下であることを特徴とする照明方法。
［２０］［１］～［１９］のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子は
サファイア基板、ＧａＮ基板、ＧａＡｓ基板、ＧａＰ基板からなる群から選択されるいず
れかの基板上で作成されたことを特徴とする照明方法。
［２１］［１］～［１９］のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子は
ＧａＮ基板、またはＧａＰ基板上で作成され、かつ前記基板の厚みが１００μｍ以上２ｍ
ｍ以下であることを特徴とする照明方法。
［２２］［１］～［１９］のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子は
サファイア基板、またはＧａＡｓ基板上で作成され、かつ半導体発光素子は基板から剥離
されてなることを特徴とする照明方法。
［２３］［１］～［２２］のいずれかに記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体
を備えることを特徴とする照明方法。
［２４］［２３］に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、発光スペクトルの異なる蛍
光体を１種類以上５種類以下含むことを特徴とする照明方法。
［２５］［２３］または［２４］に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励
起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が３８０ｎｍ以上４９５ｎｍ未満であって
、かつ、半値全幅が２ｎｍ以上９０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明方
法。
［２６］［２５］に記載の照明方法であって、前記蛍光体が下記一般式（５）で表される
蛍光体、下記一般式（５）´で表される蛍光体、（Ｓｒ，Ｂａ）3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+

、および（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）Ｓｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕからなる群から選択される１種
以上を含むことを特徴とする照明方法。
　（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｍｎ，Ｅｕ　　　（５）
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　ＳｒaＢａbＥｕx（ＰＯ4）cＸd　　　（５）´
（一般式（５）´において、ＸはＣｌである。また、ｃ、ｄ及びｘは、２．７≦ｃ≦３．
３、０．９≦ｄ≦１．１、０．３≦ｘ≦１．２を満足する数である。さらに、ａ及びｂは
、ａ+ｂ＝５－ｘかつ０≦ｂ／（ａ＋ｂ）≦０．６の条件を満足する。）
［２７］［２３］または［２４］に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励
起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が４９５ｎｍ以上５９０ｎｍ未満であって
、かつ、半値全幅が２ｎｍ以上１３０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明
方法。
［２８］［２７］に記載の照明方法であって、前記蛍光体がＳｉ6-zＡｌzＯzＮ8-z：Ｅｕ
（ただし０＜ｚ＜４．２）、下記一般式（６）で表される蛍光体、下記一般式（６）´で
表される蛍光体、およびＳｒＧａＳ4：Ｅｕ2+からなる群から選択される１種以上を含む
ことを特徴とする照明方法。
　（ＢａaＣａbＳｒcＭｇdＥｕx）ＳｉＯ4　　（６）
（一般式（６）においてａ、ｂ、ｃ、ｄおよびｘが、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｘ＝２、１．０　
≦ ａ ≦ ２．０、０ ≦ ｂ ＜ ０．２、０．２ ≦ ｃ ≦ ０．８、０ ≦ ｄ ＜ ０．２
および０ ＜ ｘ ≦ ０．５を満たす。）
　Ｂａ1-x-y ＳｒxＥｕy Ｍｇ1-z Ｍｎz Ａｌ10Ｏ17 　　（６）´
（一般式（６）´においてｘ、ｙおよびｚはそれぞれ０．１≦ｘ≦０．４、０．２５≦ｙ
≦０．６及び０．０５≦ｚ≦０．５を満たす。）
［２９］［２３］または［２４］に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励
起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が５９０ｎｍ以上７８０ｎｍ未満であって
、かつ、半値全幅が２ｎｍ以上１３０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明
方法。
［３０］［２９］に記載の照明方法であって、前記蛍光体が下記一般式（７）で表される
蛍光体、下記一般式（７）´で表される蛍光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）2ＡｌxＳｉ5-xＯx

Ｎ8-x：Ｅｕ（ただし０≦ｘ≦２）、Ｅｕy（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）1-y：Ａｌ1+xＳｉ4-xＯx

Ｎ7-x（ただし０≦ｘ＜４、０≦ｙ＜０．２）、Ｋ2ＳｉＦ6：Ｍｎ4+、Ａ2+xＭyＭｎzＦn

（ＡはＮａおよび／またはＫ；ＭはＳｉおよびＡｌ；－１≦ｘ≦１かつ０．９≦ｙ＋ｚ≦
１．１かつ０．００１≦ｚ≦０．４かつ５≦ｎ≦７）、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｍｇ）Ａｌ
ＳｉＮ3：Ｅｕおよび／または（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ、並びに（ＣａＡ
ｌＳｉＮ3）1-x（Ｓｉ2Ｎ2Ｏ）x：Ｅｕ（ただし、ｘは０＜ｘ＜０．５）からなる群から
選択される１種以上を含むことを特徴とする照明方法。
　（Ｌａ1-x-y　Ｅｕx　Ｌｎy）2Ｏ2Ｓ　　（７）
（一般式（７）において、ｘ及びｙはそれぞれ０．０２≦ｘ≦０．５０及び０≦ｙ≦０．
５０を満たす数を表し、ＬｎはＹ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｓｍ及びＥｒの少なくとも１種の
３価希土類元素を表す。）
　（ｋ-ｘ）ＭｇＯ・ｘＡＦ2・ＧｅＯ2：ｙＭｎ4+　　（７）´
（一般式（７）´において、ｋ、ｘ、ｙは、各々、２．８≦ｋ≦５、０．１≦ｘ≦０．７
、０．００５≦ｙ≦０．０１５を満たす数を表し、Ａはカルシウム（Ｃａ）、ストロンチ
ウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、亜鉛（Ｚｎ）、またはこれらの混合物である。）
［３１］［１］～［１３］のいずれかに記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体
を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が３９５ｎｍ以上４２０ｎｍ
未満であり、前記蛍光体は、ＳＢＣＡ、β－ＳｉＡｌＯＮ、およびＣＡＳＯＮを含むこと
を特徴とする照明方法。
［３２］［１］～［１３］のいずれかに記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体
を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が３９５ｎｍ以上４２０ｎｍ
未満であり、前記蛍光体は、ＳＣＡ、β－ＳｉＡｌＯＮ、およびＣＡＳＯＮを含むことを
特徴とする照明方法。
［３３］［１］～［３２］のいずれかに記載の照明方法であって、前記発光装置はパッケ
ージ化ＬＥＤ、ＬＥＤモジュール、ＬＥＤ照明器具、およびＬＥＤ照明システムからなる
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群から選択されるいずれかであることを特徴とする照明方法。
［３４］家庭用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［３５］展示用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［３６］演出用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［３７］医療用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［３８］作業用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［３９］工業機器内用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［４０］交通機関内装用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［４１］美術品用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
［４２］高齢者用に用いられる、［１］～［３３］のいずれかに記載の照明方法。
　また、上記目的を達成するための本発明の第二の実施態様は以下の事項に関する。
［４３］発光要素が内在する発光装置であって、
　前記発光装置から出射される光は、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが、－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０となる光
を主たる放射方向に含み、
　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在し、
　下記数式（３）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５を満たすこと
を特徴とする発光装置。
【数６】

［４４］発光要素が内在する発光装置であって、
　前記発光装置から出射される光は、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが、－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０となる光
を主たる放射方向に含み、
　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
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規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在せず、
　下記数式（４）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５を満たすこと
を特徴とする発光装置。
【数７】

［４５］［４３］または［４４］に記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光が以下の（１）及び（２）を満たすこと
を特徴とする発光装置。
（１）前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合
の＃０１から＃１５の下記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*

色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*
nSSL、ｂ*

nSSL（ただしｎは１から１５の自然
数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光で
の照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　
Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*

nref、ｂ*
nref（ただしｎは１から

１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣnが
　－２．７　≦　ΔＣn ≦　２２．３　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たし、下記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式（２）を満たし、

【数８】

【数９】

かつ飽和度差の最大値をΔＣmax、飽和度差の最小値をΔＣminとした場合に、飽和度差の
最大値と、飽和度差の最小値との間の差ΔＣmax－ΔＣminが
　３．０　≦　（ΔＣmax－ΔＣmin）　≦　２１．８
を満たす。
ただし、ΔＣn＝√｛（ａ*

nSSL）
2＋（ｂ*

nSSL）
2｝－√｛（ａ*

nref）
2＋（ｂ*

nref）
2

｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
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　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
（２）前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合
の上記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相
角をθnSSL（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光で
の照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　
Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθnref（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし
た場合に、色相角差の絶対値｜Δｈn｜が
　０　≦　｜Δｈn｜　≦　９．２（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
ただし、Δｈn＝θnSSL－θnrefとする。
［４６］［４３］～［４５］のいずれかに記載の発光装置であって、
　５ｌｘ以上、１５０ｌｘ以下となる低照度の照明環境を創出する際に用いられる発光装
置。
［４７］［４３］～［４５］のいずれかに記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布φSSL（λ）から導出され
る波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以下の範囲の放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）が
　１７４（ｌｍ／Ｗ）　≦　Ｋ（ｌｍ／Ｗ）　≦　３１８（ｌｍ／Ｗ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
［４８］［４５］に記載の発光装置であって、前記色相角差の絶対値｜Δｈn｜が
　０．００３　≦　｜Δｈn｜　≦　８．３（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たすことを特徴とする発光装置。
［４９］［４５］に記載の発光装置であって、前記一般式（１）で表される飽和度差の平
均が下記式（２）´
を満たすことを特徴とする発光装置。
【数１０】

［５０］［４５］に記載の発光装置であって、前記飽和度差ΔＣnが
　－２．４　≦　ΔＣn ≦　２０．２　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たすことを特徴とする発光装置。
［５１］［４５］に記載の発光装置であって、前記飽和度差の最大値と、前記飽和度差の
最小値との間の差ΔＣmax－ΔＣminが



(18) JP 6126103 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

　３．４　≦　（ΔＣmax－ΔＣmin）　≦　１９．７
を満たすことを特徴とする発光装置。
［５２］［４３］～［５１］のいずれかに記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、黒体放射軌跡からの距離ＤuvSSLが
　－０．０２５０　≦　ＤuvSSL　≦　－０．０１６６
を満たすことを特徴とする発光装置。
［５３］［４３］～［５２］のいずれかに記載の発光装置であって、前記数式（３）また
は（４）で表される指標Ａcgが
　－４１９　≦　Ａcg　≦　－２９
を満たすことを特徴とする発光装置。
［５４］［４３］～［５３］のいずれかに記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布φSSL（λ）から導出され
る波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以下の範囲の放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）が、
　１９５（ｌｍ／Ｗ）　≦　Ｋ（ｌｍ／Ｗ）　≦　２８８（ｌｍ／Ｗ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
［５５］［４３］～［５４］のいずれかに記載の発光装置であって、前記相関色温度ＴSS

L（Ｋ）が
　２５５０（Ｋ）　≦　ＴSSL（Ｋ）　≦　５６５０（Ｋ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
［５６］［４３］～［５５］のいずれかに記載の発光装置であって、前記発光装置は発光
要素として半導体発光素子を備え、前記半導体発光素子が出射する光を含めて１種類以上
６種類以下の発光要素から出射される光を当該放射方向に発することを特徴とする発光装
置。
［５７］［４３］～［５６］のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子
の発光スペクトルのピーク波長が３８０ｎｍ以上４９５ｎｍ未満であって、かつ、半値全
幅が２ｎｍ以上４５ｎｍ以下であることを特徴とする発光装置。
［５８］［５７］に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピ
ーク波長が３９５ｎｍ以上４２０ｎｍ未満であることを特徴とする発光装置。
［５９］［５７］に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピ
ーク波長が４２０ｎｍ以上４５５ｎｍ未満であることを特徴とする発光装置。
［６０］［５７］に記載の発光装置であって、当該半導体発光素子の発光スペクトルのピ
ーク波長が４５５ｎｍ以上４８５ｎｍ未満であることを特徴とする発光装置。
［６１］［４３］～［５６］のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子
の発光スペクトルのピーク波長が４９５ｎｍ以上５９０ｎｍ未満であって、かつ、半値全
幅が２ｎｍ以上７５ｎｍ以下であることを特徴とする発光装置。
［６２］［４３］～［５６］のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子
の発光スペクトルのピーク波長が５９０ｎｍ以上７８０ｎｍ未満であって、かつ、半値全
幅が２ｎｍ以上３０ｎｍ以下であることを特徴とする発光装置。
［６３］［４３］～［６２］のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子
はサファイア基板、ＧａＮ基板、ＧａＡｓ基板、ＧａＰ基板からなる群から選択されるい
ずれかの基板上で作成されたことを特徴とする発光装置。
［６４］［４３］～［６２］のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子
はＧａＮ基板、またはＧａＰ基板上で作成され、かつ前記基板の厚みが１００μｍ以上２
ｍｍ以下であることを特徴とする発光装置。
［６５］［４３］～［６２］のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子
はサファイア基板、またはＧａＡｓ基板上で作成され、かつ半導体発光素子は基板から剥
離されてなることを特徴とする発光装置。
［６６］［４３］～［６５］のいずれかに記載の発光装置であって、発光要素として蛍光
体を備えることを特徴とする発光装置。
［６７］［６６］に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、発光スペクトルの異なる蛍



(19) JP 6126103 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

光体を１種類以上５種類以下含むことを特徴とする発光装置。
［６８］［６６］または［６７］に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励
起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が３８０ｎｍ以上４９５ｎｍ未満であって
、かつ、半値全幅が２ｎｍ以上９０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装
置。
［６９］［６８］に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式（５）で表される
蛍光体、下記一般式（５）´で表される蛍光体、（Ｓｒ，Ｂａ）3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+

、および（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）Ｓｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕからなる群から選択される１種
以上を含むことを特徴とする発光装置。
　（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｍｎ，Ｅｕ　　　（５）
　ＳｒaＢａbＥｕx（ＰＯ4）cＸd　　　（５）´
（一般式（５）´において、ＸはＣｌである。また、ｃ、ｄ及びｘは、２．７≦ｃ≦３．
３、０．９≦ｄ≦１．１、０．３≦ｘ≦１．２を満足する数である。さらに、ａ及びｂは
、ａ+ｂ＝５－ｘかつ０≦ｂ／（ａ＋ｂ）≦０．６の条件を満足する。）
［７０］［６６］または［６７］に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励
起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が４９５ｎｍ以上５９０ｎｍ未満であって
、かつ、半値全幅が２ｎｍ以上１３０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光
装置。
［７１］［７０］に記載の発光装置であって、前記蛍光体がＳｉ6-zＡｌzＯzＮ8-z：Ｅｕ
（ただし０＜ｚ＜４．２）、下記一般式（６）で表される蛍光体、下記一般式（６）´で
表される蛍光体、およびＳｒＧａＳ4：Ｅｕ2+からなる群から選択される１種以上を含む
ことを特徴とする発光装置。
　（ＢａaＣａbＳｒcＭｇdＥｕx）ＳｉＯ4　　（６）
（一般式（６）においてａ、ｂ、ｃ、ｄおよびｘが、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｘ＝２、１．０　
≦ ａ ≦ ２．０、０ ≦ ｂ ＜ ０．２、０．２ ≦ ｃ ≦ ０．８、０ ≦ ｄ ＜ ０．２
および０ ＜ ｘ ≦ ０．５を満たす。）
　Ｂａ1-x-yＳｒx Ｅｕy Ｍｇ1-z Ｍｎz Ａｌ10Ｏ17 　　（６）´
（一般式（６）´においてｘ、ｙおよびｚはそれぞれ０．１≦ｘ≦０．４、０．２５≦ｙ
≦０．６及び０．０５≦ｚ≦０．５を満たす。）
［７２］［６６］または［６７］に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励
起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が５９０ｎｍ以上７８０ｎｍ未満であって
、かつ、半値全幅が２ｎｍ以上１３０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光
装置。
［７３］［７２］に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式（７）で表される
蛍光体、下記一般式（７）´で表される蛍光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）2ＡｌxＳｉ5-xＯx

Ｎ8-x：Ｅｕ（ただし０≦ｘ≦２）、Ｅｕy（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）1-y：Ａｌ1+xＳｉ4-xＯx

Ｎ7-x（ただし０≦ｘ＜４、０≦ｙ＜０．２）、Ｋ2ＳｉＦ6：Ｍｎ4+、Ａ2+xＭyＭｎzＦn

（ＡはＮａおよび／またはＫ；ＭはＳｉおよびＡｌ；－１≦ｘ≦１かつ０．９≦ｙ＋ｚ≦
１．１かつ０．００１≦ｚ≦０．４かつ５≦ｎ≦７）、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｍｇ）Ａｌ
ＳｉＮ3：Ｅｕおよび／または（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ、並びに（ＣａＡ
ｌＳｉＮ3）1-x（Ｓｉ2Ｎ2Ｏ）x：Ｅｕ（ただし、ｘは０＜ｘ＜０．５）からなる群から
選択される１種以上を含むことを特徴とする発光装置。
　（Ｌａ1-x-y　Ｅｕx　Ｌｎy）2Ｏ2Ｓ　　（７）
（一般式（７）において、ｘ及びｙはそれぞれ０．０２≦ｘ≦０．５０及び０≦ｙ≦０．
５０を満たす数を表し、ＬｎはＹ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｓｍ及びＥｒの少なくとも１種の
３価希土類元素を表す。）
　（ｋ-ｘ）ＭｇＯ・ｘＡＦ2・ＧｅＯ2：ｙＭｎ4+　　（７）´
（一般式（７）´において、ｋ、ｘ、ｙは、各々、２．８≦ｋ≦５、０．１≦ｘ≦０．７
、０．００５≦ｙ≦０．０１５を満たす数を表し、Ａはカルシウム（Ｃａ）、ストロンチ
ウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、亜鉛（Ｚｎ）、またはこれらの混合物である。）
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［７４］［４３］～［５６］のいずれかに記載の発光装置であって、発光要素として蛍光
体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が３９５ｎｍ以上４２０ｎ
ｍ未満であり、前記蛍光体は、ＳＢＣＡ、β－ＳｉＡｌＯＮ、およびＣＡＳＯＮを含むこ
とを特徴とする発光装置。
［７５］［４３］～［５６］のいずれかに記載の発光装置であって、発光要素として蛍光
体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が３９５ｎｍ以上４２０ｎ
ｍ未満であり、前記蛍光体は、ＳＣＡ、β－ＳｉＡｌＯＮ、およびＣＡＳＯＮを含むこと
を特徴とする発光装置。
［７６］［４３］～［７５］のいずれかに記載の発光装置であって、パッケージ化ＬＥＤ
、ＬＥＤモジュール、ＬＥＤ照明器具、およびＬＥＤ照明システムからなる群から選択さ
れるいずれかであることを特徴とする発光装置。
［７７］家庭用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載の発光
装置。
［７８］展示物用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載の発
光装置。
［７９］演出用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載の発光
装置。
［８０］医療用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載の発光
装置。
［８１］作業用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載の発光
装置。
［８２］工業機器内用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載
の発光装置。
［８３］交通機関内装用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記
載の発光装置。
［８４］美術品用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載の発
光装置。
［８５］高齢者用照明装置として用いられる、［４３］～［７６］のいずれかに記載の発
光装置。
　また、上記目的を達成するための本発明の第三の実施態様は以下の事項に関する。
［８６］発光要素が内在する発光装置の設計方法であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光が対象物を照明する照度を５ｌｘ以上１
５０ｌｘ以下とし、
　前記発光装置から出射される光が、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０である光を
、主たる放射方向に含むようにし、
かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
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波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在し、
　下記数式（３）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５となるように
調整することを特徴とする発光装置の設計方法。
【数１１】

［８７］発光要素が内在する発光装置の設計方法であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光が対象物を照明する照度を５ｌｘ以上１
５０ｌｘ以下とし、
　前記発光装置から出射される光が、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤuvSSLが－０．０４２６８　≦　ＤuvSSL　≦　－０．００７０である光を
、主たる放射方向に含むようにし、
かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφSSL（λ）、前記発光装
置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の分光分
布をφref（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を（ＸSSL、
ＹSSL、ＺSSL）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて
選択される基準の光の三刺激値を（Ｘref、Ｙref、Ｚref）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳSSL（λ）と、前記
発光装置から当該放射方向に出射される光のＴSSL（Ｋ）に応じて選択される基準の光の
規格化分光分布Ｓref（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳSSL（λ）の最長波長極大値を与える
波長をλR（ｎｍ）とした際に、λRよりも長波長側にＳSSL（λR）／２となる波長Λ４が
存在せず、
　下記数式（４）で表される指標Ａcgが、－４６１　≦　Ａcg ≦　－２５となるように
調整することを特徴とする発光装置の設計方法。
【数１２】

【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、基準の光（実験用基準光と記載する場合がある）で照明された場合や
、また、基準の光に近接した色の見えとなり高Ｒaかつ高Ｒiである光（実験用疑似基準光
と記載する場合がある）を放射する発光装置で照明した場合等に比較して、ほぼ同様のＣ
ＣＴ、ほぼ同様の照度であっても、被験者がより良いと判断する照明が実現される。
【００１６】
　より具体的に例示すれば、本発明により実現する効果は、以下の通りである。
　第一に、本発明の照明方法により照明した場合、あるいは本発明の発光装置を用いて照
明した場合には、照度が５ｌｘから１５０ｌｘあるいはそれ以下の照度であったとしても
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、紫色、青紫色、青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色、赤紫色などの大半
の色、場合によってはすべての色について、従来光源を用いて同程度の照度で物体を照明
した場合よりも、人間の知覚する有彩色の色の見えがより良好になる。また、中間的な彩
度を有する、被験者（日本人）の肌色、各種食品、衣料品、木材色等も、被験者がより好
ましいと感じる色の見えとなる。
　第二に、本発明の照明方法により照明した場合、あるいは本発明の発光装置を用いて照
明した場合には、実験用基準光や実験用擬似基準光で照明した場合等に比較して、ほぼ同
様のＣＣＴ、ほぼ同様の照度であっても、明るさ感が向上する。
　第三に、本発明の照明方法により照明した場合、あるいは本発明の発光装置を用いて照
明した場合には、実験用基準光や実験用擬似基準光で照明した場合等に比較して、ほぼ同
様のＣＣＴ、ほぼ同様の照度であっても、近接した色相における色識別が容易になり、あ
たかも高照度環境下で見たように視認性が向上し、物体がよりはっきりと、容易に、視認
できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある。
【図２】ピーク波長４７５ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある。
【図３】ピーク波長４２５ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある。
【図４】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある（Ｄｕｖ＝０．００００）。
【図５】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある（Ｄｕｖ＝０．０１００）。
【図６】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある（Ｄｕｖ＝０．０１５０）。
【図７】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある（Ｄｕｖ＝－０．０１００）。
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【図８】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある（Ｄｕｖ＝－０．０２００）。
【図９】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備
えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した
分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種類
の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図で
ある（Ｄｕｖ＝－０．０３００）。
【図１０】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を
備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定し
た分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種
類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図
である（Ｄｕｖ＝－０．０４００）。
【図１１】ピーク波長４５９ｎｍの半導体発光素子が内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を
備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定し
た分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種
類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図
である（Ｄｕｖ＝－０．０５００）。
【図１２】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．００００）。
【図１３】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０１００）。
【図１４】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０２００）。
【図１５】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０３００）。
【図１６】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０４００）。
【図１７】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０１００）。
【図１８】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０２００）。
【図１９】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
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基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０３００）。
【図２０】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０４００）。
【図２１】４種類の半導体発光素子が内在するパッケージＬＥＤから出射され、１５種類
の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、
基準の光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプ
ロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０５００）。
【図２２】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０００１）。
【図２３】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０１００）。
【図２４】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０１９４）。
【図２５】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０３０３）。
【図２６】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０４０１）。
【図２７】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝０．０４９６）。
【図２８】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０１００）。
【図２９】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０２００）。
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【図３０】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０３０３）。
【図３１】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、
赤色蛍光体を備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明
したと仮定した分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合
の当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色
空間を示す図である（Ｄｕｖ＝－０．０４０３）。
【図３２】ピーク波長４０５ｎｍの半導体発光素子が内在し、青色蛍光体、赤色蛍光体を
備えたパッケージＬＥＤから出射され、１５種類の修正マンセル色票を照明したと仮定し
た分光分布と、当該ＬＥＤで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該１５種
類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図
である（Ｄｕｖ＝－０．０４４８）。
【図３３】パラメータＡcgの積分範囲を示す図である（ＣＣＴが５０００Ｋ以上の場合）
【図３４】パラメータＡcgの積分範囲を示す図である（ＣＣＴが５０００Ｋ未満の場合）
【図３５】試験光３の規格化試験光分光分布（実線）と試験光３に対応する計算用基準光
の規格化基準光分光分布（点線）を示す図である。
【図３６】試験光３で対象物を照明した場合（実線）と、試験光３に対応する計算用基準
光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値とｂ*値
とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である。
【図３７】試験光１１の規格化試験光分光分布（実線）と試験光１１に対応する計算用基
準光の規格化基準光分光分布（点線）を示す図である。
【図３８】試験光１１で対象物を照明した場合（実線）と、試験光１１に対応する計算用
基準光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値と
ｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である。
【図３９】試験光１５の規格化試験光分光分布（実線）と試験光１５に対応する計算用基
準光の規格化基準光分光分布（点線）を示す図である。
【図４０】試験光１５で対象物を照明した場合（実線）と、試験光１５に対応する計算用
基準光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該１５種類の修正マンセル色票のａ*値と
ｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である。
【図４１】比較試験光１８の規格化試験光分光分布（実線）と比較試験光１８に対応する
計算用基準光の規格化基準光分光分布（点線）を示す図である。
【図４２】比較試験光１８で対象物を照明した場合（実線）と、比較試験光１８に対応す
る計算用基準光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該１５種類の修正マンセル色票の
ａ*値とｂ*値とを共にプロットしたＣＩＥＬＡＢ色空間を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではな
く、その要旨の範囲内であれば種々に変更して実施することができる。
　なお、本発明の第一の実施態様における照明方法は、該照明方法に用いる発光装置から
出射された光が対象物を照明した場合において、当該対象物が照明されている位置におけ
る光により、発明を特定するものである。そのため、本発明の要件を満たす「対象物が照
明されている位置」における光を出射できる発光装置による照明方法は、本発明の範囲に
属するものである。
　また、本発明の第二および第三の実施態様では、発光装置が放射する光のうち「主たる
放射方向」の光により発明を特定するものである。そのため、本発明の要件を満たす「主
たる放射方向」の光を含む放射を行うことができる発光装置は、本発明の範囲に属するも
のである。
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【００１９】
　ここで、本発明の第二および第三の実施態様における「主たる放射方向（radiant dire
ction）」とは、発光装置の使用状況に即して、適した範囲を有し、かつ、適した向きへ
光が放射されている方向を示す。
　例えば、発光装置の光度（luminous intensity）もしくは輝度(luminance)が最大もし
くは極大となる方向でありうる。
　また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の範囲を
持った方向でありうる。
　また、発光装置の放射強度（radiant intensity）あるいは放射輝度（radiance）が最
大もしくは極大となる方向でありうる。
　また、発光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限
の範囲を持った方向でありうる。
　以下、具体的に例示する。
　発光装置が単体発光ダイオード（ＬＥＤ）、単体パッケージＬＥＤ，単体ＬＥＤモジュ
ール、単体ＬＥＤ電球、蛍光ランプと半導体発光素子の単体複合ランプ、白熱電球と半導
体発光素子の単体複合ランプ等である場合には、主たる放射方向は各発光装置の鉛直方向
、鉛直方向を含む有限の立体角内、例えば最大でπ（ｓｒ）、最小でπ／１００（ｓｒ）
でありうる。
　発光装置が前記パッケージＬＥＤ等にレンズ、反射機構等を付与したＬＥＤ照明器具、
蛍光ランプと半導体発光素子が内在する照明器具であって、いわゆる、直接型照明用途、
半直接型照明用途、全般拡散照明用途、直接／間接型照明用途、半間接型照明用途、間接
型照明用途に応用可能な配光特性を有する場合には、主たる放射方向は、各発光装置の鉛
直方向、鉛直方向を含む有限の立体角内、例えば最大でπ（ｓｒ）、最小でπ／１００（
ｓｒ）でありうる。また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向で
ありうる。また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限
の立体角内、例えば最大でπ（ｓｒ）、最小でπ／１００（ｓｒ）でありうる。また、発
光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向でありうる。また、発
光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の立体角内
、例えば最大でπ（ｓｒ）、最小でπ／１００（ｓｒ）でありうる。
　発光装置が、前記ＬＥＤ照明器具や蛍光ランプが内在する照明器具を複数搭載した照明
システムである場合は、主たる放射方向は、各発光装置の平面的中心の鉛直方向、当該鉛
直方向を含む有限の立体角内、例えば最大でπ（ｓｒ）、最小でπ／１００（ｓｒ）であ
りうる。また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向でありうる。
また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の立体角内
、例えば最大でπ（ｓｒ）、最小でπ／１００（ｓｒ）でありうる。また、発光装置の放
射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向でありうる。また、発光装置の放
射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の立体角内、例えば最
大でπ（ｓｒ）、最小でπ／１００（ｓｒ）でありうる。
　発光装置から当該主たる放射方向に出射された光の分光分布を計測するためには、計測
点における照度が実用上の照度（後述の通り１５０ｌｘ以上５０００ｌｘ以下）となる距
離で計測することが好ましい。
【００２０】
　本明細書においては、数学的な色の見えを予想する際に計算上用いるＣＩＥで定義され
た基準の光を、基準の光、計算用基準の光、計算用基準光などと記載する場合がある。一
方、視覚的な実比較で用いる実験用の基準の光、すなわちタングステンフィラメントが内
在する白熱電球光などは、基準の光、実験用基準の光、実験用基準光と記載する場合があ
る。また、基準の光に近接した色の見えとなると予想される高Ｒaかつ高Ｒiである光、た
とえばＬＥＤ光源であって、比較視覚実験で実験用基準光の代替光として用いる光は、基
準の光、実験用疑似基準の光、実験用擬似基準光と記載する場合がある。また、数学的に
また実験的に検討対象とした光を、基準の光に対して、試験光と記載する場合がある。
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【００２１】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法に用いる発光装置は、発光要素を含む。また、
本発明の第二の実施態様に係る発光装置は、発光要素を含む。発光要素としては、なんら
かの方法で３８０ｎｍから７８０ｎｍの範囲に相当する光を放射しうるものであれば特に
限定されないが、例えば、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムラ
ンプ等からの放電放射光、レーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光
、蛍光体からの自然放出光等を例示できる。本実施態様に係る発光装置は、それ以外の構
成は特段限定されないが、本発明の第一の実施態様に係る照明方法に用いる発光装置に含
まれる発光要素、また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置に含まれる発光要素は、
半導体発光素子を含むことが好ましい。
　よって、例えば半導体発光装置を発光要素として含む場合においては、本実施態様に係
る発光装置は、単体の半導体発光素子に通電機構としてのリード線等を付与したものでも
、放熱機構等をさらに付与し蛍光体等と一体にしたパッケージ化ＬＥＤ等でも良い。また
１以上のパッケージ化ＬＥＤにさらに堅牢な放熱機構を付与し、一般的には複数のパッケ
ージＬＥＤを搭載したＬＥＤモジュールでもよい。さらには、パッケージＬＥＤ等にレン
ズ、反射機構等を付与したＬＥＤ照明器具であってもよい。さらに、ＬＥＤ照明器具等を
多数支持し、対象物を照明できるように仕上げた照明システムであってもよい。本実施態
様に係る発光装置とは、これらをすべて含んだものである。さらに、例えば放電管を発光
要素として含む場合においては、本実施態様に係る発光装置は、単体の放電管に高圧を印
加しうる機構を付与したものでも、放電管内部あるいは周辺に蛍光体を配置したものでも
よい。また１以上の蛍光体を内在させた蛍光管を複数配置した照明器具でもよい。さらに
は、反射機構等を付与した照明器具であってもよい。さらに、これを照明システムとして
制御回路等を付与してもよい。本実施態様に係る発光装置とは、これらをすべて含んだも
のである。
【００２２】
　以下、本発明に関して詳細に説明をする。
　本発明者は、５ｌｘ以上１５０ｌｘ以下程度の低照度領域にあって、従来光源を用いて
同程度の照度で物体を照明した場合よりも、人間の知覚する有彩色の色の見えがより良好
で、明るさ感が高く、かつ、視認性のより高い物体の見えを実現できるスペクトルあるい
は分光分布に共通する放射計測学的特性（ｒａｄｉｏｍｅｔｒｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）
、測光学的特性（ｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）を見出した。さらに、当
該スペクトルあるいは分光分布を有する光による照明を仮定した場合の特定の分光反射特
性を有する色票の色の見えが、計算用基準光による照明を仮定した場合と比較して、どの
ように変化する場合（あるいは変化しない場合）に前記目的が実現可能かを、測色学（ｃ
ｏｌｏｒｉｍｅｔｒｙ）的観点から見出し、その全体として本発明に到達した。
　具体的な発明到達までの概要は以下の通りであった。
【００２３】
［発明到達までの概要］
　第一ステップとして、分光分布設定の自由度が高い、Ａ）半導体発光素子と蛍光体が共
に内在するパッケージＬＥＤ光源、Ｂ）蛍光体を含まず、半導体発光素子のみが発光要素
として内在するパッケージＬＥＤ光源を想定し、数学的な基礎検討を行った。
　この際に、計算用基準光による照明を仮定した場合と、検討対象とする試験光による照
明を仮定した場合とで、特定の分光反射特性を有する色票の色の見えに関する数学的変化
を指針としつつ、色相、飽和度（彩度）等が変化する試験光に関して詳細な検討を行った
。特に、５ｌｘ以上１５０ｌｘ以下の低照度範囲である場合に、屋外を含めた高照度環境
との照度差によるハント効果を意識し、照明された物体の色の見えの飽和度が変化するよ
うな光を中心に数学的に検討した。
【００２４】
　第二ステップとして、前記数学的に検討した試験光を元にパッケージＬＥＤ光源、これ
を内在させた照明器具を試作した。また、第三ステップで行う比較視覚実験のために、タ
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ングステンフィラメントを有する白熱電球を実験用基準光として準備した。また、計算用
基準の光に近接した色の見えとなる高Ｒaかつ高Ｒiである光（実験用擬似基準光）とし得
る光源、これを内在させた照明器具も試作した。さらに、これらを用いた視覚実験のため
に、実験用基準光もしくは実験用擬似基準光で対象物を照明した場合の色の見えと、パッ
ケージＬＥＤ光源を内在させた照明器具の光（試験光）で対象物を照明した場合の色の見
えを、被験者に評価してもらうために、多数の観察対象物に対して異なる照明光を照射可
能な照明実験システムを作成した。なお、当該照明実験システムにおいては、観察対象物
を低照度で照明するために、照明器具の下にＮＤフィルターを設置できるようにした。
【００２５】
　第三ステップとして比較視覚実験を行った。実験は、当該観察対象物の場所において、
５ｌｘ以上１５０ｌｘ以下となるように、ＮＤフィルターを用いて照度調整を行った。観
察対象物の色は、紫色、青紫色、青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色、赤
紫色等の全色相に渡る有彩色対象物を準備するように配慮した。さらに、白色物、黒色物
などの無彩色の対象物も準備した。これらは静物、生花、食品、衣料品、印刷物等多数多
種類なものを準備した。ここで、実験用基準光もしくは実験用擬似基準光で対象物を照明
した場合の色の見えと、試験光で対象物を照明した場合の色の見えを、被験者に評価して
もらった。前者と後者の比較は、類似したＣＣＴと類似した照度で行った。評価は、いず
れの光が、人間の知覚する有彩色の色の見えがより良好で、明るさ感が高く、かつ、視認
性のより高い物体の見えを実現できるかの観点で行ってもらった。また、この際に優劣の
判断理由も尋ねた。
【００２６】
　第四ステップとして、実験用基準光／実験用擬似基準光と試験光が有する放射計測学的
特性、測光学的特性を実測値から抽出した。各光源の分光放射束は、測定精度を上げるた
めに、ＮＤフィルターを外して計測した。さらに、上記観察対象物とは異なる、特定の分
光反射特性を有する色票の色の見えに関する測色学的特性に関し、計算用基準光の分光分
布での照明を計算上仮定した場合と、実測した実験用基準光／実験用擬似基準光／試験光
の分光分布光での照明を計算上仮定した場合との差を、視覚実験での被験者評価と照らし
合わせ、良好と判断される照明方法の特徴、又はこれを具現化する発光装置の特徴を抽出
した。なお、第三ステップ、第四ステップの内容は、本発明の第一の実施態様に係る照明
方法の実施例／比較例でもあり、第二ステップ、第三ステップ、第四ステップの内容は、
本発明の第二および第三の実施態様に係る実施例／比較例でもある。
【００２７】
［色票選択と色の見えの定量化手法］
　第一ステップにおいて、本発明の照明方法において主として検討した発光装置から出射
された光が対象物を照明した位置における分光分布、又は、本発明の発光装置から出射さ
れる主たる放射方向の光が有する分光分布は、ハント効果を意識して、飽和度が基準の光
で照明した場合から変化するものとした。ここで、色の見えやその変化を定量化するため
に、以下の選択を行った。
【００２８】
　上記分光分布から色の見えを定量的に評価するには、数学的な分光反射特性が明らかな
色票を定義し、計算用基準光での照明を仮定した場合と、試験光での照明を仮定した場合
を比較し、当該色票の色の見えの差を指標とするのが良いと考えた。
　一般には、ＣＲＩで使用される試験色が選択肢となりうるが、平均演色評価数等を導出
する際に使用しているＲ1からＲ8の色票は中彩度な色票であって、高彩度な色の飽和度を
議論するには適さないと考えた。また、Ｒ9からＲ12は高彩度な色票であるが、全色相角
範囲の詳細な議論にはサンプル数が足りない。
【００２９】
　そこで、修正マンセル表色系におけるマンセル色相環の中で、最も高彩度な最外周に位
置する色票から、色相別に１５種類の色票を選択することとした。なお、これらは、米国
ＮＩＳＴ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ａｎｄ
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　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）から提案されている新たな演色評価指標のひとつであるＣＱＳ
（Ｃｏｌｏｒ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｓｃａｌｅ）（バージョン７．４及び７．５）で用いる
色票と同じである。以下に本発明で用いた１５種類の色票を列記する。また冒頭には、便
宜上色票に与えた、番号を記載した。なお、本明細書中においては、これら番号をｎと代
表させる場合があり、たとえばｎ＝３は、「５ＰＢ　４／１２」の意味である。ｎは１か
ら１５の自然数である。
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
【００３０】
　本発明においては、各種指標の導出の観点では、計算用基準光での照明を仮定した場合
と試験光での照明を仮定した場合との間で、これら１５種類の色票の色の見えが、どのよ
うに変化した場合（あるいは変化しなかった場合）に、比較視覚実験を行った５ｌｘ以上
から１５０ｌｘ以下の領域において、従来光源を用いて同程度の照度で物体を照明した場
合よりも、人間の知覚する有彩色の色の見えがより良好で、明るさ感が高く、かつ、視認
性のより高い物体の見えを実現できるかを定量化し、発光装置が有すべき演色性として抽
出することを試みた。
【００３１】
　なお、上記分光分布から数学的に導出される色の見えを定量評価するためには、色空間
の選択、色順応式の選択も重要である。本発明では、現在ＣＩＥによって推奨されている
均等色空間であるＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*（ＣＩＥＬＡＢ）を用いた。さらに、色
順応計算には、ＣＭＣＣＡＴ２０００（Ｃｏｌｏｕｒ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｍ
ｉｔｔｅｅ’ｓ　　Ｃｈｒｏｍａｔｉｃ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　
ｏｆ　２０００）を採用した。
【００３２】
［対象物が照明された位置における分光分布から、又は、発光装置から出射された主たる
放射方向の光が有する分光分布から、導出される色度点］
　第一ステップにおいて、パッケージＬＥＤ光源を各種試作するためには、光源の色度点
選択も重要である。光源、光源からの光で対象物が照明された位置における分光分布、又
は、発光装置から出射された主たる放射方向の光が有する分光分布から、導出される色度
は、例えばＣＩＥ　１９３１（ｘ、ｙ）色度図でも定義できるが、より均等な色度図であ
るＣＩＥ　１９７６（ｕ’、ｖ’）色度図で議論することが好ましい。また、色度図上の
位置をＣＣＴとＤuvで記述する際には特に（ｕ’、（２／３）ｖ’）色度図（ＣＩＥ　１
９６０（ｕ、ｖ）色度図と同義）が用いられる。なお、本明細書中で記載するＤuvは、Ａ
ＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義されている量であって、（ｕ’、（２／３）ｖ’）色度図
における黒体放射軌跡に対して最近接となる距離をその絶対値として示している。また、
正符号は発光装置の色度点が黒体放射軌跡の上方（ｖ’が大きい側）に位置し、負符号は
発光装置の色度点が黒体放射軌跡の下方（ｖ’が小さい側）に位置することを意味する。
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【００３３】
［飽和度とＤuv値に関する計算検討］
　同一の色度点にあっても、物体の色の見えは変えることができる。例えば、図１、図２
、図３に示した３種類の分光分布（試験光）は、ピーク波長が４２５－４７５ｎｍの半導
体発光素子が内在し、これを、緑色蛍光体と赤色蛍光体の励起光源としたパッケージＬＥ
Ｄを仮定して、同一の色度（ＣＣＴは５５００Ｋ、Ｄuvは０．００００）において、照明
された物体の色の見えが異なるようにした例である。それぞれの分光分布を構成する緑色
蛍光体と赤色蛍光体は同一材料を仮定しているが、青色半導体発光素子のピーク波長は、
飽和度を変化させるべく、図１は４５９ｎｍ、図２は４７５ｎｍ、図３は４２５ｎｍとし
た。それぞれの分光分布での照明と、その分光分布に対応する計算用基準光での照明を仮
定すると、当該１５色票の予想される色の見えは、図１から図３のＣＩＥＬＡＢ色空間に
示したようになる。ここで、図中点線で結んだ点は計算用基準光での照明を仮定した場合
であって、実線はそれぞれの試験光での照明を仮定した場合である。なお、紙面垂直方向
は明度であるが、ここでは簡便のためにａ*、ｂ*軸のみをプロットした。
【００３４】
　図１に示した分光分布に関しては以下のことが分かった。計算用基準光での照明を仮定
した計算と、図中の試験光での照明を仮定した計算からは、当該１５種類の色票の色の見
えは近接することが予想された。また、当該分光分布から計算したＲａは９５と高かった
。図２に示した試験光で照明したと仮定した場合では、計算用基準光で照明したと仮定し
た場合と比較して、赤色と青色は鮮やかに見えるものの、紫色と緑色はくすむことが予想
された。当該分光分布から計算したＲａは７６と相対的に低かった。逆に、図３に示した
試験光で照明したと仮定した場合では、計算用基準光で照明したと仮定した場合と比較し
て、紫色と緑色は鮮やかに見えるものの、赤色と青色はくすむことが予想された。当該分
光分布から計算したＲａは７６と相対的に低かった。
　このように同一色度点において色の見えは変化させ得ることが理解できる。
【００３５】
　しかし、本発明者の詳細検討によれば、黒体放射の軌跡近傍にある光、すなわちＤuvが
０近傍の光では、分光分布を変化させ、飽和度の高い当該１５色票の色の見えを変化させ
るには、その自由度が低いことが分かった。具体的には以下の通りであった。
【００３６】
　例えば図２、図３に示されるように、赤色／青色の飽和度変化と、紫色／緑色の飽和度
変化は、傾向が逆と予想された。つまり、ある色相の飽和度が向上すると、別の色相の飽
和度は低下してしまうと予想された。また、別の検討からは、簡便で実現可能な方法で、
大多数の色相の飽和度を一度に変化させることも困難であった。よって、黒体放射軌跡近
傍の光、あるいはＤuv＝０近傍の光で照明した場合には、高彩度な当該１５色票の大多数
の色相の飽和度を一度に変化させる、あるいは、多数の色相において比較的均等に飽和度
を向上させる、低下させるなどのことは困難であった。
【００３７】
　そこで、本発明者は、複数の分光分布に対して異なるＤuv値を与えた場合の当該１５色
票の色の見えを、計算用基準光での照明を仮定した場合と比較しつつ数学的に検討した。
一般に、Ｄuvが０近傍から離れると色の見えは全体に不自然に見えるとされている。特に
白色の着色がそのような知覚を誘発すると考えられている。しかし、本発明者は、飽和度
の制御性を高めるべく、以下の検討を行った。
【００３８】
　図４から図１１に示した８つの分光分布は、ピーク波長４５９ｎｍの青色半導体発光素
子が内在し、これを、緑色蛍光体と赤色蛍光体の励起光源としたパッケージＬＥＤを仮定
して、同一ＣＣＴ（２７００Ｋ）においてＤuvを－０．０５００から＋０．０１５０まで
変化させた計算結果である。それぞれの分光分布（試験光）での照明を仮定した場合と、
それぞれの試験光に対する計算用基準光での照明を仮定した場合に予想される当該１５色
票の色の見えは、図４から図１１のＣＩＥＬＡＢ色空間の通りであった。ここで、図中点
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線で結んだ点は計算用基準光の結果であって、実線はそれぞれの試験光の結果である。な
お、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のためにａ*、ｂ*軸のみをプロットした
。
【００３９】
　図４に示したＤuv＝０．００００の試験光では、計算用基準光での照明を仮定した場合
と、図中の試験光での照明を仮定した場合では、当該１５種類の色票の色の見えは近接し
ていることが予想された。当該分光分布から計算したＲａは９５と高かった。
【００４０】
　図５、図６の試験光は、Ｄuvを＋０．０１００から＋０．０１５０まで正方向にシフト
した例である。ここに見られるように、Ｄuvを正方向にシフトさせると、Ｄuv＝０．００
００の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該１５種類の色票の飽和度
を変化させ得ることが予想された。また、Ｄuv＝０．００００の試験光の場合と比較する
と、比較的均等に当該１５種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。なお、計
算用基準光の場合と、図中の試験光の場合とでは、当該１５種類の色票の色の見えはＤuv

を正方向にシフトさせた場合、青から青緑領域を除いて、ほぼすべての色がくすんで見え
ることが予想された。さらにＤuvを正にすればするほど、飽和度が低下する傾向も予想さ
れた。図５、図６の分光分布から計算されるＲａは、それぞれ９４と８９であった。
【００４１】
　一方、図７から図１１の試験光は、Ｄuvを－０．０１００から－０．０５００まで負方
向にシフトした例である。ここに見られるように、Ｄuvを負方向にシフトさせると、Ｄuv

＝０．００００の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該１５種類の色
票の飽和度を変化させ得ることが分かった。また、Ｄuv＝０．００００の試験光の場合と
比較すると、比較的均等に当該１５種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。
なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合で
は、当該１５種類の色票の色の見えは、Ｄuvを負方向にシフトさせた場合、青から青緑領
域と、紫領域を除いて、ほぼすべての色が鮮やかに見えることが予想された。さらにＤuv

を負にすればするほど、飽和度が上昇する傾向も予想された。図７から図１１の分光分布
から計算されるＲａは、それぞれ９２、８８、８３、７７、７１であって、現在一般に広
がっている理解に従えば、Ｄuvの値を負にすればするほど、色の見えは基準光で照明した
場合から離れ、悪化すると予想された。
【００４２】
　加えて、本発明者は、スペクトルを形成する発光要素（発光材料）が異なる試験光に、
種々のＤuv値を与えた場合、修正マンセル表色系の最外周にある最も鮮やかな１５色票が
どのような色の見えになると予想されるかを、計算用基準光との比較をしつつ、数学的に
検討した。
【００４３】
　図１２から図２１に示した１０種類の分光分布は、４種類の半導体発光素子が内在する
パッケージＬＥＤを仮定し同一ＣＣＴ（４０００Ｋ）においてＤuvを－０．０５００から
＋０．０４００まで変化させた結果である。４種類の半導体発光素子のピーク波長は４５
９ｎｍ、５２８ｎｍ、５９１ｎｍ、６６２ｎｍとした。１０種類それぞれの試験光での照
明を仮定した場合と、それぞれの試験光に対応する計算用基準光での照明を仮定した場合
とで、予想される当該１５色票の色の見えを、図１２から図２１のＣＩＥＬＡＢ色空間に
示した。ここで、図中点線で結んだ点は計算用基準光での結果であって、実線はそれぞれ
の試験光の結果である。なお、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のためにａ*

、ｂ*軸のみをプロットした。
【００４４】
　図１２に示したＤuv＝０．００００の試験光では、計算用基準光での照明を仮定した場
合と、図中の試験光での照明を仮定した場合とでは、当該１５種類の色票の色の見えは近
接していることが予想された。当該分光分布から計算したＲａは９８と高かった。
【００４５】
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　図１３から図１６の試験光は、Ｄuvを＋０．０１００から＋０．０４００まで正方向に
シフトした例である。ここに見られるように、Ｄuvを正方向にシフトさせると、Ｄuv＝０
．００００の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該１５種類の色票の
飽和度を変化させ得ることが分かった。また、Ｄuv＝０．００００の試験光の場合と比較
すると、比較的均等に当該１５種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。なお
、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合とでは
、当該１５種類の色票の色の見えはＤuvを正方向にシフトさせた場合、青から青緑領域と
、赤色領域を除いて、ほぼすべての色がくすんで見えると予想された。さらにＤuvを正に
すればするほど、飽和度が低下する傾向も予想された。図１３から図１６の分光分布から
計算されるＲａは、それぞれ９５、９１、８６、７７と、現在一般に広がっている理解に
従えば、Ｄuvの値を正にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、悪
化すると予想された。
【００４６】
　一方、図１７から図２１の試験光は、Ｄuvを－０．０１００から－０．０５００まで負
方向にシフトした例である。ここに見られるように、Ｄuvを負方向にシフトさせると、Ｄ

uv＝０．００００の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該１５種類の
色票の飽和度を変化させ得ることが分かった。また、Ｄuv＝０．００００の試験光の場合
と比較すると、比較的均等に当該１５種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった
。なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合
では、当該１５種類の色票の色の見えは、Ｄuvを負方向にシフトさせた場合、青から青緑
領域と、赤領域を除いて、ほぼすべての色が鮮やかに見えると予想された。さらにＤuvを
負にすればするほど、飽和度が上昇する傾向も予想された。図１７から図２１の分光分布
から計算されるＲａは、それぞれ９５、９１、８６、８１、７５であって、現在一般に広
がっている理解に従えば、Ｄuvの値を負にすればするほど、色の見えは基準光で照明した
場合から離れ、悪化すると予想された。
【００４７】
　加えて、本発明者は、スペクトルを形成する発光要素（発光材料）がさらに異なる試験
光に、種々のＤuv値を与えた場合、修正マンセル表色系の最外周にある最も鮮やかな１５
色票がどのような色の見えになると予想されるかを、計算用基準光との比較をしつつ、数
学的に検討した。
【００４８】
　図２２から図３２に示した１１種類の分光分布は、紫色半導体発光素子が内在し、これ
を、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体の励起光源としたパッケージＬＥＤを仮定し、
近接したＣＣＴ（約５５００Ｋ）においてＤuvを－０．０４４８から＋０．０４９６まで
変化させた計算結果である。内在させた半導体発光素子のピーク波長は４０５ｎｍとした
。なお、図３２の結果は、Ｄuvを極端に負値にすべく、緑色蛍光体を含まずに実現した結
果である。１１種類それぞれ試験光での照明を仮定した場合と、その試験光に対する計算
用基準光での照明を仮定した場合の、数学的に予想される当該１５色票の色の見えは、図
２２から図３２のＣＩＥＬＡＢ色空間に示した通りである。ここで、図中点線で結んだ点
は計算用基準光の結果であって、実線はそれぞれの試験光の結果である。なお、紙面垂直
方向は明度であるが、ここでは簡便のためにａ*、ｂ*軸のみをプロットした。
【００４９】
　図２２に示したＤuv＝０．０００１の試験光では、計算用基準光の場合と、図中の試験
光の場合では、当該１５種類の色票の色の見えは近接していると予想された。当該分光分
布から計算したＲａは９６と高かった。
【００５０】
　図２３から図２７の試験光は、Ｄuvを＋０．０１００から＋０．０４９６まで正方向に
シフトした例である。ここに見られるように、Ｄuvを正方向にシフトさせると、Ｄuv＝０
．０００１の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該１５種類の色票の
飽和度を変化させ得ることが分かった。また、Ｄuv＝０．０００１の試験光の場合と比較



(33) JP 6126103 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

すると、比較的均等に当該１５種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。なお
、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合では、
当該１５種類の色票の色の見えは、Ｄuvを正方向にシフトさせた場合、青領域を除いて、
ほぼすべての色がくすんで見えることが予想された。さらにＤuvを正にすればするほど、
飽和度が低下する傾向も予想された。図２３から図２７の分光分布から計算されるＲａは
、それぞれ９２、８５、７６、６９、６２と、現在一般に広がっている理解に従えば、Ｄ

uvの値を正にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、悪化すると予
想された。
【００５１】
　一方、図２８から図３２の試験光は、Ｄuvを－０．０１００から－０．０４４８まで負
方向にシフトした例である。前述の通りＤuv=－０．０４４８は緑色蛍光体を含まない系
として実現したものである。ここに見られるように、Ｄuvを負方向にシフトさせると、Ｄ

uv＝０．０００１の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該１５種類の
色票の飽和度を変化させ得ることが分かった。また、Ｄuv＝０．０００１の試験光の場合
と比較すると、比較的均等に当該１５種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった
。なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合
では、当該１５種類の色票の色の見えは、Ｄuvを負方向にシフトさせた場合、青領域を除
いて、ほぼすべての色が鮮やかに見えることが予想された。さらにＤuvを負にすればする
ほど、飽和度が上昇する傾向も予想された。図２８から図３２の分光分布から計算される
Ｒａは、それぞれ８９、８０、７１、６１、５６であって、現在一般に広がっている理解
に従えば、Ｄuvの値を負にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、
悪化すると予想された。
【００５２】
［飽和度制御とＤuv値に関する計算検討まとめ］
　ここまでの計算検討から、「現在広く信じられている常識に従えば」以下のことが予想
された。
　（１）Ｄuv＝０．００００近傍の色度点を有する試験光で、当該１５色票の飽和度を変
化させる自由度は低い。具体的には高彩度な当該１５色票の大多数の色相の飽和度を一度
に変化させる、あるいは、多数の色相において比較的均等に飽和度を向上させる、低下さ
せるなどのことは困難である。
　（２）試験光のＤuvを正にすると、当該１５色票の飽和度を比較的容易に低下できる。
Ｄuv＝０．００００の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において、かつ、比較
的均等に当該１５種類の色票の飽和度を低下させ得る。さらにＤuvを正にすればするほど
、飽和度がより低下する。また、Ｒａがより低下することから、視覚実験等では、Ｄuvを
正にすればするほど、実験用基準光や実験用疑似基準光で実際の照明対象物等を照明した
場合と、試験光で照明した場合の色の見えは差が大きくなり、また、それは悪化したもの
となってしまうと予想された。
　（３）Ｄuvを負にすると、当該１５色票の飽和度を比較的容易に上昇できる。Ｄuv＝０
．００００の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において、かつ、比較的均等に
当該１５種類の色票の飽和度を向上させ得る。さらにＤuvを負にすればするほど、飽和度
がより上昇する。また、Ｒaがより低下することから、Ｄuvを負にすればするほど、実験
用基準光や実験用疑似基準光で実際の照明対象物等を照明した場合と、試験光で照明した
場合の色の見えは差が大きくなり、また、それは悪化したものとなってしまうと予想され
た。
【００５３】
　ここまでの計算検討から、以上のことが「現在広く信じられている常識に照らして」予
想されたことである。
【００５４】
［定量指標の導入］
　色の見えや、分光分布そのものが有する特徴、放射効率などを詳細に議論する準備とし
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て、また、色の見えを詳細に議論する準備として、本発明では、以下の定量指標を導入し
た。
［色の見えに関わる定量指標の導入］
　先ず、当該試験光で対象物を照明した場合における対象物の位置で測定した試験光（本
発明の照明方法に係る）、及び、発光装置が試験光を主たる放射方向に出射する場合にお
ける当該試験光（本発明の発光装置に係る）のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間にお
ける当該１５種類の色票のａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*

nSSL、ｂ*
nSSL（ただしｎは１から

１５の自然数）、当該１５種類の色票の色相角をそれぞれθnSSL（度）（ただしｎは１か
ら１５の自然数）とし、上記試験光のＣＣＴに応じて選択される計算用基準の光（５００
０Ｋ未満は黒体放射の光、５０００Ｋ以上においてはＣＩＥ昼光）による照明を数学的に
仮定した場合のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における当該１５種類の色票のａ*値
、ｂ*値をそれぞれａ*

nref、ｂ*
nref（ただしｎは１から１５の自然数）、当該１５種類

の色票の色相角をそれぞれθnref（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし、当該２
つの光で照明された場合の当該１５種類の修正マンセル色票のそれぞれの色相角差Δｈn

（度）（ただしｎは１から１５の自然数）の絶対値を
｜Δｈn｜＝｜θnSSL－θnref｜
と定義した。
【００５５】
　これは試験光と実験用基準光あるいは実験用擬似基準光を用いて視覚実験を行うに当た
り、さまざまな物体、あるいは物体の色の見えを全体として評価し、視認性が高く、有彩
色の色の見えが良好で、かつ、明るさ感を向上させる手段として、本発明で特別に選択し
た当該１５種類の修正マンセル色票に関わる数学的に予想される色相角差は重要な指標に
なると考えたからである。
【００５６】
　加えて、試験光と計算用基準光の２つの光で照明された場合を仮定した当該１５種類の
修正マンセル色票の飽和度差ΔＣn（ただしｎは１から１５の自然数）をそれぞれ
　ΔＣn＝√｛（ａ*

nSSL）
2＋（ｂ*

nSSL）
2｝－√｛（ａ*

nref）
2＋（ｂ*

nref）
2｝

と定義した。また、当該１５種類の修正マンセル色票の飽和度差の平均値である下記式（
１）も重要な指標と考えた。
【数１３】

　さらに、当該１５種類の修正マンセル色票の飽和度差の最大値をΔＣmax、飽和度差の
最小値をΔＣminとした場合に、最大飽和度差と最小飽和度差の間の差（最大最小飽和度
差間差）である
（ΔＣmax－ΔＣmin）
も重要な指標と考えた。これは試験光と実験用基準光あるいは実験用擬似基準光を用いて
視覚実験を行うに当たり、さまざまな物体、あるいは物体の色の見えを全体として評価し
、視認性をより高くし、人間の知覚する有彩色の色の見えをより良好とし、かつ、明るさ
感を向上させる手段として、本発明で特別に選択した当該１５種類の修正マンセル色票の
飽和度差に関わる種々の特性は重要な指標になると考えたからである。
【００５７】
［分光分布に関する定量指標の導入］
　本発明では、分光分布の放射計測学的特性、測光学的特性も議論するために、以下の２
つの定量指標を導入した。ひとつは指標Ａcgであって、もうひとつの指標は放射効率Ｋ（
ｌｍ／Ｗ）である。
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【００５８】
　指標Ａcgは、実験用基準光もしくは実験用擬似基準光による色の見えと、試験光による
色の見えの差を、分光分布あるいはスペクトル形状が有する放射計測学的特性と測光学的
特性としても記述することを試みたものである。種々の検討の結果、指標Ａcgを本発明で
は以下のように定義した。
【００５９】
　照明対象物の位置で測定した場合における（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装
置からの主たる放射方向に出射される光を測定した場合における（本発明の発光装置に係
る）、異なる色刺激となる計算用基準光と試験光の分光分布をそれぞれφref（λ）、
　φSSL（λ）とし、等色関数をｘ（λ）、ｙ（λ）、ｚ（λ）、計算用基準光と試験光
に対応する三刺激値をそれぞれ（Ｘref、Ｙref、Ｚref）、（ＸSSL、ＹSSL、ＺSSL）とす
る。ここで、計算用基準光と試験光に関して、ｋを定数として、以下が成立する。
　Ｙref＝ｋ∫φref（λ）・ｙ（λ）ｄλ
　ＹSSL＝ｋ∫φSSL（λ）・ｙ（λ）ｄλ
　ここで、計算用基準光と試験光の分光分布をそれぞれのＹで規格化した規格化分光分布
を
　Ｓref（λ）＝φref（λ）／Ｙref

　ＳSSL（λ）＝φSSL（λ）／ＹSSL

と定義し、これら規格化基準光分光分布と規格化試験光分光分布の差を
　ΔＳ（λ）＝Ｓref（λ）－ＳSSL（λ）
とした。さらに、ここで、指標Ａcgを以下のように定義した。

【数１４】

なお、ここで各積分の上下限波長は、それぞれ
Λ１＝３８０ｎｍ
Λ２＝４９５ｎｍ
Λ３＝５９０ｎｍ
とした。
【００６０】
　また、Λ４は、以下の２つの場合に分けて定義をした。まず、規格化試験光分光分ＳSS

L（λ）において、３８０ｎｍから７８０ｎｍ内で、最長波長極大値を与える波長をλR（
ｎｍ）、その分光強度をＳSSL（λR）とした際に、λRよりも長波長側にあり、強度がＳS

SL（λR）／２となる波長をΛ４とした。もし、そのような波長が７８０ｎｍまでの範囲
内に存在しない場合は、Λ４は７８０ｎｍとした。
【００６１】
　指標Ａcgは色刺激となる放射に関わる可視域を大きく短波長領域（あるいは紫等も含む
青領域）、中間波長領域（黄色等も含む緑色領域）、長波長領域（橙色等も含む赤領域）
に分割し、数学的な規格化基準光分光分布に比較して、規格化試験光分光分布内の適切な
位置に、適切な強度で、スペクトルの凹凸が存在するかどうかを判断する指標である。図
３３、図３４に例示するように、長波長積分範囲は、最長波長極大値の位置によって異な
る。また、試験光のＣＣＴによって計算用基準光の選択は異なる。図３３の場合は図中実
線で示された試験光のＣＣＴが５０００Ｋ以上なので、基準の光は図中点線で示されるよ
うにＣＩＥ昼光（ＣＩＥ　ｄａｙｌｉｇｈｔ）が選択されている。図３４の場合は図中実
線で示された試験光のＣＣＴが５０００Ｋ未満なので、基準の光は図中点線で示されるよ
うに黒体放射の光が選択されている。なお、図中網掛け部分は短波長領域、中間波長領域
、長波長領域の積分範囲を模式的に示したものである。
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【００６２】
　短波長領域においては、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の
スペクトル強度が強い場合に、指標Ａcgの第一項（ΔＳ（λ）の積分）はマイナスの値を
とりやすい。中間波長領域においては、逆に、規格化基準光分光分布よりも規格化試験光
分光分布のスペクトル強度が弱い場合に、指標Ａcgの第二項（－ΔＳ（λ）の積分）はマ
イナスの値をとりやすい。さらに、長波長領域においては、規格化基準光分光分布よりも
規格化試験光分光分布のスペクトル強度が強い場合に、指標Ａcgの第三項（ΔＳ（λ）の
積分）はマイナスの値をとりやすい指標となっている。
【００６３】
　また、前記のように、計算用基準光は試験光のＣＣＴによって変えられる。すなわち、
計算用基準光は試験光のＣＣＴが５０００Ｋ未満の際には黒体放射の光が用いられ、試験
光のＣＣＴが５０００Ｋ以上の際には定義されているＣＩＥ昼光（ＣＩＥ　ｄａｙｌｉｇ
ｈｔ）が用いられる。指標Ａcgの値の導出においては、φref（λ）は、数学的に定義さ
れている黒体放射の光かＣＩＥ昼光を用い、一方、φSSL（λ）はシミュレーションに用
いた関数、あるいは実験で実測した値を用いた。
【００６４】
　さらに、照明対象物の位置で測定した場合における（本発明の照明方法に係る）、又は
、発光装置から出射された主たる放射方向の光を測定した場合における（本発明の発光装
置に係る）試験光分光分布φSSL（λ）を評価するに当たり、放射効率　Ｋ　（Ｌｕｍｉ
ｎｏｕｓ　Ｅｆｆｉｃａｃｙ　ｏｆ　ｒａｄｉａｔｉｏｎ）（ｌｍ／Ｗ）は、広く使用さ
れている以下の定義を踏襲した。

【数１５】

上記式において、
　Ｋm：最大視感度（ｌｍ／Ｗ）
　Ｖ（λ）：分光視感効率
　λ：波長（ｎｍ）
である。
【００６５】
　照明対象物の位置で測定した場合における（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装
置から出射された主たる放射方向の光を測定した場合における（本発明の発光装置に係る
）試験光分光分布φSSL（λ）の放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）は、分光分布がその形状として
有する効率であって、発光装置を構成するすべての材料特性に関する効率（例えば半導体
発光素子の内部量子効率、光取り出し効率、蛍光体の内部量子効率、外部量子効率、封止
剤の透光特性等々の効率）が１００％であった際に、光源効率η（ｌｍ／Ｗ）となる量で
ある。
【００６６】
［第二ステップ詳細］
　前述の通り、第二ステップとしては、数学的に検討したスペクトル（試験光）を元に、
パッケージＬＥＤ光源、照明器具を試作した。また、計算用基準光に近接した色の見えと
なる高Ｒaかつ高Ｒiである光（実験用擬似基準光）用の光源、これを内在させた照明器具
も試作した。
　具体的には、青色半導体発光素子で緑色蛍光体、赤色蛍光体を励起した光源、青色半導
体発光素子で黄色蛍光体、赤色蛍光体を励起した光源、紫色半導体発光素子で青色蛍光体
、緑色蛍光体、赤色蛍光体を励起した光源を試作し、器具化した。
　青色蛍光体としてはＢＡＭまたはＳＢＣＡを用いた。緑色蛍光体としては、ＢＳＳ、β



(37) JP 6126103 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

－ＳｉＡｌＯＮ、またはＢＳＯＮを用いた。黄色蛍光体としてはＹＡＧを用いた。赤色蛍
光体としてはＣＡＳＯＮまたはＳＣＡＳＮを用いた。
【００６７】
　パッケージＬＥＤを試作する際には、通常行われている方法を用いた。具体的には、電
気的に導通可能な金属配線を内在させたセラミックパッケージ上に半導体発光素子（チッ
プ）をフリップチップマウントした。次に、用いる蛍光体とバインダー樹脂を混合したス
ラリーを、蛍光体層として配置した。
【００６８】
　パッケージＬＥＤを準備した後には、これらを用いてＭＲ１６　Ｇｕ１０、ＭＲ１６　
Ｇｕ５．３のＬＥＤバルブなどに仕上げた。このＬＥＤバルブ中には駆動用回路を内蔵さ
せ、また、反射ミラー、レンズ等も搭載し、１種の照明器具に仕上げた。また、市販のＬ
ＥＤバルブも一部準備した。かつ、実験用基準光とすべくタングステンフィラメントが内
在する白熱電球も準備した。
【００６９】
　さらに、これらＬＥＤバルブを多数配置し、比較視覚実験を行うための照明システムを
製作した。当該照明システムにおいては、観察対象物を低照度で照明するために、照明器
具の下にＮＤフィルターを設置できるようにした。ここでは、３種類のバルブを瞬時に切
り替えて照明できるシステムをくみ上げた。駆動用電源線の一種は、タングステンフィラ
メントを有する白熱電球（実験用基準光）専用とし、その後段には可変トランスを配置し
、１００Ｖの入力電圧に対して、駆動電圧を１１０Ｖから１３０Ｖまで昇圧させることで
、ＣＣＴを変化させられるようにした。また、駆動用電源線の残り２系統はＬＥＤバルブ
用とし、この中の１系統は実験用擬似基準光（ＬＥＤ光源）用、残り１系統は試験光用と
した。
【００７０】
［第三ステップ詳細］
　第三ステップとしては、実験用基準光（あるいは実験用擬似基準光）と試験光を切り替
えて、多数の観察対象物の色の見えを被験者に評価してもらう比較視覚実験を行った。当
該照明システムは暗室中に設置し外乱を排除した。また、観察対象物の位置における照度
は、照明システムに搭載した実験用基準光（あるいは実験用擬似基準光）、試験光の器具
数を変化させて、ほぼ一致させた。照度は５ｌｘから１５０ｌｘの範囲で実験を行った。
　実際に照明対象物、観察物としたものを以下に例示する。ここでは、紫色、青紫色、青
色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色、赤紫色等の全色相に渡る有彩色対象物
を準備するように配慮した。さらに、白色物、黒色物などの無彩色の対象物も準備した。
また、静物、生花、食品、衣料品、印刷物等、多数多種類なものを準備した。また、実験
においては被験者（日本人）自身の肌も観察対象とした。なお、以下の物体名称前に一部
付記した色名称は、通常の環境下でそのように見えるという意味で、厳密な色の表現では
ない。
【００７１】
白色セラミック皿、白Ｙシャツ、白色ハンカチ、米飯、塩ゴマ、塩せんべい
紫色生花
青紫布製ハンカチ、ブルージーンズ、青緑タオル
緑色パプリカ、レタス、千切りキャベツ、ブロッコリー、緑色りんご
黄色バナナ、黄色パプリカ、黄緑色レモン、だし巻き卵
橙色オレンジ、橙色パプリカ、にんじん
赤色トマト、赤色りんご、赤色パプリカ、赤色ウインナー、梅干
ピンク色ネクタイ、しゃけ塩焼き
小豆色ネクタイ、灰色作業着、コロッケ、クッキー、チョコレート、
落花生、木製器
被験者（日本人）自身の肌
新聞紙、白背景上の黒文字を含むカラー印刷物（多色ずり）、文庫本、週刊誌カラーチェ
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ッカー（Ｘ―ｒｉｔｅ社製　Ｃｏｌｏｒ　ｃｈｅｃｋｅｒ　ｃｌａｓｓｉｃ　１８色の有
彩色と６種類の無彩色（白１、灰色４、黒１）を含む計２４色の色票）
　なお、カラーチェッカー中の各色票の名称とマンセル表記は、以下の通りである。
Name 　　　　　　 Munsell Notation
Dark skin 　　　　3.05 YR   3.69/3.20
Light skin 　　　 2.2  YR   6.47/4.10
Blue sky 　　　　 4.3  PB   4.95/5.55 
Foliage           6.65 GY   4.19/4.15 
Blue flower       9.65 PB   5.47/6.70 
Bluish green      2.5  BG   7/6 
Orange            5    YR   6/11
Purplish blue     7.5  PB   4/10.7 
Moderate red      2.5   R   5/10 
Purple            5     P   3/7
Yellow green      5    GY   7.08/9.1
Orange yellow     10   YR   7/10.5
Blue              7.5  PB   2.90/12.75
Green             0.1   G   5.38/9.65 
Red               5     R   4/12
Yellow            5     Y   8/11.1 
Magenta           2.5  RP   5/12 
Cyan              5     B   5/8
White                   N   9.5/
Neutral 8               N   8/
Neutral 6.5             N   6.5/
Neutral 5               N   5/
Neutral 3.5             N   3.5/
Black                   N   2/
【００７２】
　なお、比較視覚実験で用いた各種照明対象物の色の見えと、計算で使用した１５種類の
マンセル色票の色の見えに関わる各種数学的指標との間に、相関があることは必ずしも自
明ではない。これは視覚実験を通じて明らかとすることである。
【００７３】
　視覚実験は、以下のような手順で行った。
　準備した実験用基準光、実験用擬似基準光、試験光を、照明対象物の位置で測定したＣ
ＣＴ毎に（本発明の照明方法に係る）、又は、準備した実験用基準光、実験用擬似基準光
、試験光の、主たる放射方向に出射された光を計測し、それぞれをＣＣＴ毎に（本発明の
発光装置に係る）、６実験用に分類をした。すなわち、以下の通りである。
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【表１】

【００７４】
　１つの視覚実験では、同一対象物を、実験用基準光（あるいは実験用擬似基準光）と試
験光とを切り替えて照明し、いずれの光が視認性のより高い物体の見えを実現し、人間が
知覚する有彩色の色の見えをより良好とし、かつ、明るさ感も向上させるかを、被験者に
相対的に判断してもらった。この際に優劣の判断理由も尋ねた。
【００７５】
［第四ステップ詳細　実験結果］
　第四ステップでは、第二ステップで試作したＬＥＤ光源／器具／システムを用いて、第
三ステップで行った比較視覚実験の結果をまとめた。表２は実験Ａに対応し、表３は実験
Ｂに対応する結果である。以下同様に、表７は実験Ｆに対応する結果である。表２～７に
おいて、基準光に対する試験光の総合評価は、同程度の見えを表す「０」を中心に、試験
光が若干好ましいとの評価は「１」、試験光が好ましいとの評価は「２」、試験光がより
好ましいとの評価は「３」、試験光が非常に好ましいとの評価は「４」、試験光が格段に
好ましいとの評価は「５」とした。一方、試験光が若干好ましくないとの評価を「－１」
、試験光が好ましくないとの評価を「－２」、試験光がより好ましくないとの評価を「－
３」、試験光が非常に好ましくないとの評価を「－４」、試験光が格段に好ましくないと
の評価を「－５」とした。
【００７６】
　第四ステップでは、特に、視覚実験において、実験用基準光あるいは実験用擬似基準光
で照明した場合よりも、試験光で照明した場合の照明対象物の色の見えが良好であったと
判断された場合について、試験光に共通する分光分布の放射計測学的特性、測光学的特性
を実測スペクトルから抽出することを試みた。すなわち、Ａcg、放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）
、ＣＣＴ（Ｋ）、Ｄuvなどの数値に関して、照明対象物の位置（本発明の照明方法に係る
）と、発光装置から主たる放射方向に出射された光（本発明の発光装置に係る）との特徴
を抽出した。同時に、計算用基準光で照明した場合を仮定した当該１５色票の色の見えと
、照明対象物の位置で実測した試験光分光分布（本発明の照明方法に係る）、又は、発光
装置から主たる放射方向に出射された光を実測した試験光分光分布（本発明の発光装置に
係る）で照明した場合を仮定した当該１５色票の色の見えの間の差に関しても、｜Δｈn

｜、
【数１６】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）を指標としてまとめた。なお、｜Δｈn｜、ΔＣnは、ｎを
選択すると値が変化するが、ここでは最大値と最小値を示した。これらの値も表２から表
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７に合わせて記載した。なお、照明対象物の色の見えに関して、被験者の総合的評価結果
が照明対象物の位置における試験光（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装置から出
射された主たる放射方向の試験光（本発明の発光装置に係る）のＤuv値に比較的依存して
いたので、表２から表７は、Ｄuvの値が低下する順に並べた。
　全体としては、本実験によって、Ｄuvが適切な値で負の値をとり、かつ、｜Δｈn｜、
【数１７】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）等が適切な範囲にある場合、又は、指標Ａcg等が適切な範
囲にある場合に、試験光で照明していた対象物の物体の見え、色の見えは、実験用基準光
で照明した場合よりも好ましいと判断された。これはステップ１で「現在広く信じられて
いる常識に照らした結果」に対して予想外であった。
【００７７】
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【表２】

【００７８】
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【表３】

【００７９】
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【表４】

【００８０】
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【表５】

【００８１】
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【表６】

【００８２】



(46) JP 6126103 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

【表７】

【００８３】
［第四ステップ詳細　考察］
　以下実験結果を考察する。なお、表中の試験光及び比較試験光を総称して「試験光」と
称する場合がある。
１）試験光のＤuvが、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）よりも正側であった場
合
　表４、表５、表７には、試験光のＤuvが、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）
よりも正側の結果が含まれている。ここから、試験光のＤuvが正になればなるほど、照明
対象物の色の見えや物体の見えに関し、被験者は好ましくなくなったとの判断をしたこと
が分かる。具体的には、以下の通りであった。
【００８４】
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　照明された白色物の見えは、Ｄuvが正になればなるほどより黄色み（緑色み）かかって
見え、違和感がより増大したと被験者は判断した。照明されたカラーチェッカーの灰色部
分の見えは、明度差がより視認しにくくなったと被験者は判断した。さらに、照明された
印刷物の文字もより見にくくなったと被験者は指摘した。さらに、照明された各種有彩色
の色の見えは、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、
試験光のＤuvが正になればなるほどくすんで見えたと被験者は判断した。照明された自身
の肌色も、不自然に、不健康に見えたと被験者は指摘した。また、同種類似色の食品（た
とえば同種の異なる個体のパプリカ、同種の異なる個体のにんじんなど）の色差は、実験
用基準光で照明した場合と比較して、識別しにくくなったと被験者は指摘した。
　さらに、照明された対象物全体の印象として、同程度の照度であったとしても、その明
るさ感がＤuvが正になればなるほどより低下したと被験者は指摘した。
【００８５】
　また、これらの結果は、表４、表５、表７に記載した試験光のＣＣＴにはあまり依存せ
ず、また、発光装置の発光要素（発光材料）の構成にもあまり依存しないこともわかった
。
　試験光のＤuvが正になればなるほど、全体的傾向としてＲａが低下することから、これ
らの結果のいくつかは、ステップ１の数学的な詳細検討から予想可能な範囲であったと言
える。
【００８６】
２）試験光のＤuvが、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）よりも負側であった場
合
　表２から表７のすべてに、試験光のＤuvが、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光
）よりも負側の結果が含まれている。これらによれば、試験光のＤuvが適正範囲で負であ
って、かつ、表中の各種指標が適正範囲に入っていれば、照明対象物の色の見えや物体の
見えに関し、被験者は若干好ましい、好ましい、より好ましい、非常に好ましい、また、
格段に好ましいと判断したことが分かる。一方、試験光のＤuvが同様の範囲で負であって
も、表中の各種指標が適正範囲になかった場合においては、表５に示されるように、試験
光による色の見えや物体の見えが好ましくないと判断されたことも分かる。
【００８７】
　ここで、試験光のＤuvが適正範囲で負であって、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の
場合において、試験光で照明した場合の対象物の色の見えが、実験用基準光（あるいは実
験用疑似基準光）で照明した場合のそれに比較して、５ｌｘ以上１５０ｌｘ以下の低照度
環境において、好ましい色の見え、好ましい物体の見えとなることは全く予想外であった
。被験者が指摘した特長の詳細は以下の通りであった。
【００８８】
　白色物は、試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合
では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、黄色み（
緑色み）が低減し、若干白く見えた、白く見えた、より白く見えた、非常に白く見えた、
また、格段に白く見えたと被験者は判断した。また、最適範囲に近接するにつれ、より良
好な見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。
　さらに、カラーチェッカーの灰色部分は、試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ、表中
の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明
した場合と比較して、それぞれの明度差が、若干増したように見えた、増したように見え
た、より増したように見えた、非常に増したように見えた、格段に増したように見えたと
被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するにつれ、より視認性の高い見え
になっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。
【００８９】
　さらに、それぞれの無彩色色票の輪郭も、試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ、表中
の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明
した場合と比較して、若干はっきり見えた、はっきり見えた、よりはっきり見えた、非常
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にはっきり見えた、格段にはっきり見えたと被験者は判断した。また、被験者は、最適範
囲に近接するにつれ、より視認性の高い見えになっていったことを指摘した。これは全く
予想外の結果であった。
　さらに、印刷物の文字は、試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適
正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較
して、若干見やすくなった、見やすくなった、より見やすくなった、非常に見やすくなっ
た、格段に見やすくなったと被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するに
つれ、より視認性の高い文字の見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の
結果であった。
【００９０】
　さらに、各種有彩色の照明対象物の色の見えは、試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ
、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）
で照明した場合と比較して、若干ではあるが良好であった、良好であった、より良好であ
った、非常に良好であった、また、格段に良好であったと被験者は判断した。これは全く
予想外の結果であった。
【００９１】
　さらに、被験者自身（日本人）の肌の色の見えは、試験光のＤuvが適正範囲で負で、か
つ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光
）で照明した場合と比較して、若干自然に見えた、自然に見えた、より自然に見えた、非
常に自然に見えた、また、格段に自然に見えたと被験者は判断した。また、被験者は、最
適範囲に近接するにつれ、より自然な好ましい色の見えになっていったことを指摘してい
る。これは全く予想外の結果であった。
　さらに、同種類似色の食品（たとえば同種の異なる個体のパプリカ、同種の異なる個体
のにんじんなど）の色差は、試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適
正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較
して、若干識別しやすかった、識別しやすかった、より識別しやすかった、非常に識別し
やすかった、また、格段に識別しやすかったと被験者は判断した。また、被験者は、Ｄuv

が実験した範囲内で適正上限よりも負になればなるほど、より識別しやすかったことを指
摘した。これは全く予想外の結果であった。
【００９２】
　さらに、各種照明対象物は、試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が
適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比
較して、若干輪郭がはっきり見えた、輪郭がはっきり見えた、より輪郭がはっきり見えた
、非常に輪郭がはっきり見えた、また、格段に輪郭がはっきり見えたと被験者は判断した
。これは全く予想外の結果であった。
【００９３】
　さらに、照明された対象物全体の印象として、同程度の照度における明るさ感も確認し
ている。試験光のＤuvが適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合は、
実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、若干明るさ感が
向上した、明るさ感が向上した、より明るさ感が向上した、非常に明るさ感が向上した、
また、格段に明るさ感が向上したと被験者は判断した。これは全く予想外の結果であった
。
【００９４】
　試験光のＤuvが負になればなるほど、全体的傾向としてＲａが低下することからも、こ
れらの結果は、ステップ１の数学的な詳細検討からは、全く予想外であったと言える。表
２から表７にある通り、Ｒａの値のみに注目すれば、Ｒａが９５以上である試験光も多数
あったにも関わらず、たとえば、総合的に「格段に良好」とされた試験光のＲａは８２か
ら９１程度であった。また、今回の比較視覚実験は、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７－２００
８に記載されているＤuvの範囲を超えて行っている。よって上記の結果は、現在の常識的
推奨色度範囲の外に、照明された物体の色の見えに関する知覚良好領域があることを新た
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に見出したものと言える。
【００９５】
　また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法において、このような知覚を得るために
はＤuv以外にも、表２から表７に記載の各種指標、すなわち、｜Δｈn｜、
【数１８】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）が適正範囲にある必要があった。また、指標Ａcg、放射効
率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）が適正範囲にあることが好ましいことが解った。
【００９６】
　特に、視覚実験で良好と判断された試験光の結果から、｜Δｈn｜、

【数１９】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）の特性を考えると、以下の傾向であったことが分かる。す
なわち、良好な色の見え、物体の見えとなる試験光は、計算用基準光で照明した場合を仮
定した当該１５色票の色の見えと、実測した試験光分光分布で照明した場合を仮定した当
該１５色票の色の見えに関して、以下の特性を有していた。
【００９７】
　試験光による照明と計算用基準光による照明の当該１５色票の色相角差（｜Δｈn｜）
は比較的少なく、かつ、試験光による照明の当該１５色票の平均的飽和度
【数２０】

が、計算用基準光による照明のそれと比較して適正な範囲で上がっていた。かつ、当該平
均値だけでなく、１５色票の飽和度（ΔＣn）を個別に見ても、試験光による照明の当該
１５色票の各ΔＣnが、計算用基準光による照明のそれらと比較して、極端に低下してい
るものも極端に向上しているものもなく、すべてが適正範囲にあり、この結果として最大
最小飽和度差間差（ΔＣmax－ΔＣmin）が適正な範囲で狭かった。さらに、簡略化すれば
、当該１５色票に対して基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮
定した場合は、当該１５色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範
囲で１５色票の飽和度が比較的均等に向上している場合が理想的であると推察できる。
【００９８】
　図３５の実線は、表３にあって、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験
光３の規格化試験光分光分布である。また、同図中点線は、当該試験光のＣＣＴから算出
された計算用基準光（黒体放射の光）の規格化分光分布である。一方、図３６は、当該試
験光３で照明した場合（実線）と、計算用基準光（黒体放射の光）で照明した場合（点線
）を仮定した、当該１５色票の色の見えに関するＣＩＥＬＡＢプロットである。なお、紙
面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のためにａ*、ｂ*軸のみをプロットした。
　さらに図３７と図３８は、表５の中で、総合判断として「格段に好ましい」と判断され
た試験光１１の結果を上記と同様にまとめたもので、図３９と図４０は、表６中で、総合
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のである。
【００９９】
　この様に視覚実験で好ましい色の見え、物体の見えとなった場合は、当該１５色票に対
する基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮定した場合に、当該
１５色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範囲で１５色票の飽和
度が比較的均等に向上していることが分かる。また、この観点で４０００Ｋ近傍のＣＣＴ
は、好ましいことも分かる。
【０１００】
　一方、Ｄuvが適正な範囲で負の値を有する場合であっても、たとえば表５中のＤuv≒－
０．０１８３１である比較試験光１８の場合には、視覚実験において試験光による見えが
好ましくないと判断されている。これは、｜Δｈn｜、
【数２１】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）の特性のうちいくつかが適正でなかったと考えられる。図
４１、図４２は比較試験光１８について、図３５、図３６等と同様に規格化分光分布と１
５色票の色の見えに関するＣＩＥＬＡＢプロットを行った結果である。この図からも明ら
かなように、当該１５色票に対して基準光での照明を仮定した場合と、試験光での照明を
仮定した場合とを比較すると、当該１５色票のいくつかの色相において、色相角差がおお
きく、また、１５色票の飽和度が非常に不均等に変化していることが分かる。
【０１０１】
　視覚実験結果と考察から、各定量指標は、以下の範囲が好ましいことが分かる。
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるＤuvは、－０．００７０以下であって
、好ましくは－０．００７７８以下であって、より好ましくは－０．０１０５以下であっ
て、非常に好ましくは－０．０１２６以下であって、格段に好ましくは－０．０１６６以
下であった。
　また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるＤuvは、－０．０４３０以上で
あって、または－０．０４２６８以上であって、好ましくは－０．０３８９以上であって
、より好ましくは－０．０３３４以上であって、非常に好ましくは－０．０２８５以上で
あって、格段に好ましくは－０．０２５０以上であった。
【０１０２】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法における｜Δｈn｜は９．２以下であって、非
常に好ましくは８．４以下であって、格段に好ましくは７．７以下であった。また｜Δｈ

n｜は、さらに小さいことがより好ましいと考えられ、６．０以下がより格段に好ましく
、５．０以下が更に格段に好ましく、４．０以下が特に格段に好ましいと考えられる。
　なお、本発明の第一の実施態様に係る照明方法における｜Δｈn｜は０以上で、視覚実
験時の最小値は０．００２９２であった。さらに、視覚実験で実試験光を用いた検討がな
され、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある｜Δｈn｜の好ましい範囲は、８．３
以下、０．００３以上であった。
【０１０３】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法における
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【数２２】

は、１．７以上であって、好ましくは、１．９以上であって、非常に好ましくは２．３以
上であって、格段に好ましくは２．６以上であった。
　また、８．２以下であって、好ましくは７．５以下であって、非常に好ましくは６．４
以下であって、格段に好ましくは５．１以下であった。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にある上記指標の好ましい範囲は、２．０以上、７．４以下であった。
【０１０４】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるΔＣnは、－２．７以上であって、非
常に好ましくは－２．５以上であって、格段に好ましくは－１．２以上であった。
　また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるΔＣnは、２２．３以下であっ
て、好ましくは２０．３以下であって、格段に好ましくは１６．９以下であった。さらに
、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にあ
るΔＣnの好ましい範囲は、－２．４以上、２０．２以下であった。
【０１０５】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法における（ΔＣmax－ΔＣmin）は、２１．８以
下であるが、１９．８以下であることが好ましく、１７．９以下であることが格段に好ま
しかった。加えて、（ΔＣmax－ΔＣmin）は小さいことがより好ましいと考えられ、１５
．０以下がさらに格段に好ましく、１４．０以下が非常に格段に好ましいと考えられる。
　また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法における（ΔＣmax－ΔＣmin）は３．０
以上で、３．３以上であることが好ましく、４．０以上であることが格段に好ましかった
。視覚実験時の最小値は３．３６であった。さらに、視覚実験で実試験光を用いた検討が
なされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある（ΔＣmax－ΔＣmin）の好ましい範
囲は、３．４以上、１９．７以下であった。
【０１０６】
　一方、表２から表７を用いて、視覚実験で好ましい特性と総合的に判断された試験光に
付随する特性を、試験光分光分布が有する放射計測学的特性と測光学的特性とで代表させ
ることも試みた。
【０１０７】
　この場合もＤuv値は、これまで考察してきたとおりであって、－０．００７０以下であ
って、好ましくは－０．００７７８以下であって、より好ましくは－０．０１０５以下で
あって、非常に好ましくは－０．０１２６以下であって、格段に好ましくは－０．０１６
６以下であった。
　また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるＤuvは、－０．０４３０以上で
あって、または－０．０４２６８以上であって、好ましくは－０．０３８９以上であって
、より好ましくは－０．０３３４以上であって、非常に好ましくは－０．０２８５以上で
あって、格段に好ましくは－０．０２５０以上であった。
【０１０８】
　一方、指標Ａcgに関しては、以下の様であった。
　表２から表７の結果より、本発明の第一の実施態様に係る照明方法の好適な分光分布は
Ａcgが－２５以下であって－４６１以上であった。正確な定義は前述の通りであるが、こ
の物理的なおおよその意味、見通しの良い解釈は、以下の通りである。Ａcgが適切な範囲
で負の値を取るとの意味は、規格化試験光分光分布に適切な凹凸があり、３８０ｎｍから
４９５ｎｍ間の短波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光
分布の放射束強度が強い傾向にあり、および／または、４９５ｎｍから５９０ｎｍの中間
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波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度
が弱い傾向にあり、および／または、５９０ｎｍからΛ４までの長波長領域では、数学的
な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度が強い傾向にあること
を意味している。Ａcgは短波長領域、中間波長領域、長波長領域におけるそれぞれの要素
の総和なので、各個別の要素は、必ずしも上記傾向でない場合もあり得る。そのうえで、
Ａcgが定量的に－２５以下－４６１以上の場合に、良好な色の見え、良好な物体の見えと
なったと理解できる。
【０１０９】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるＡcgは、好適には－２５以下であって
、より好ましくは－２８以下であって、非常に好ましくは－４１以下であって、格段に好
ましくは－１１４以下であった。
　また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法においては、Ａcgは好適には－４６１以
上であって、好ましくは－４２０以上であって、より好ましくは－３２３以上であって、
非常に好ましくは－２５４以上であって、格段に好ましくは－２４８以上であった。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にあるＡcgの好ましい範囲は、－４１９以上、－２９以下であった。
【０１１０】
　さらに、本発明第一の実施態様に係る色の見えが良く効率も高い試験光の実現を目指し
たが、放射効率Ｋに関しては、以下の通りであった。
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法による分光分布が有する放射効率は、好適には
１７４（ｌｍ／Ｗ）から３１８（ｌｍ／Ｗ）の範囲であって、通常の白熱電球等の値であ
る１５０（ｌｍ／Ｗ）よりも約１５％以上高かった。これは半導体発光素子からの放射や
蛍光体からの放射が内在しており、かつ、Ｖ（λ）との関係において、分光分布の適切な
位置に適切な凹凸があったためであると考えられる。色の見えとの両立との観点では、本
発明の照明方法の放射効率は、以下の範囲が好ましかった。
【０１１１】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法による放射効率Ｋは、好適には１７４（ｌｍ／
Ｗ）以上であったが、好ましくは１９３（ｌｍ／Ｗ）以上であって、より好ましくは２０
４（ｌｍ／Ｗ）以上であって、非常に好ましくは２０８（ｌｍ／Ｗ）以上であって、格段
に好ましくは２０９（ｌｍ／Ｗ）以上であった。一方、放射効率Ｋは理想的には高い方が
良いが、本発明においては、好適には３１８（ｌｍ／Ｗ）以下であって、色の見えとのバ
ランスから、２９０（ｌｍ／Ｗ）以下がより好ましく、２５８（ｌｍ／Ｗ）以下が格段に
好ましかった。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にあるＫの好ましい範囲は、１９５（ｌｍ／Ｗ）以上、２８８（ｌｍ／Ｗ）以下であっ
た。
【０１１２】
　さらに本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるＣＣＴに関しては、以下のよう
なことが分かった。比較視覚実験によって、好ましいと判断された各種指標すなわち｜Δ
ｈn｜、
【数２３】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）をより適切な値とするためには、本発明の照明方法におい
て、ＣＣＴは４０００Ｋに近い値をとることが好ましかった。これは４０００Ｋ付近の光
は基準の光を見てもその分光分布が波長にあまり依存せずに等エネルギー的であって、基
準の光に対して容易に凹凸を形成した試験光分光分布が実現できるためと考えられる。換
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言すると、他のＣＣＴの場合と比較しても、｜Δｈn｜と（ΔＣmax－ΔＣmin）を比較的
小さく保持したまま、
【数２４】

を増加させ、大多数の色票に対するΔＣnを所望の値に容易に制御可能である。
【０１１３】
　よって、本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるＣＣＴは１８００Ｋから１５
０００Ｋであることが若干好ましく、２０００Ｋから１００００Ｋであることが好ましく
、２３００Ｋから７０００Ｋであることがより好ましく、２６００Ｋから６６００Ｋであ
ることが非常に好ましく、２９００Ｋから５８００Ｋであることが格段に好ましく、３４
００Ｋから５１００Ｋであることが最も好ましい。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にあるＣＣＴの好ましい範囲は、２５５０（Ｋ）以上、５６５０（Ｋ）以下であった。
【０１１４】
　一方、本発明の第二の実施態様に係る発光装置において、このような知覚を得るために
はＤuv以外にも、表２から表７に記載の指標Ａcgが適正範囲にある必要があった。また、
各種指標、すなわち、放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）、｜Δｈn｜、

【数２５】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）、が適正範囲にあることが好ましいことが解った。
【０１１５】
　第一に、視覚実験で良好と判断された試験光の結果から、Ｄuvと、指標Ａcgに関しては
、以下のようであった。
【０１１６】
　先ず、Ｄuv値は、－０．００７０以下であって、好ましくは－０．００７７８以下であ
って、より好ましくは－０．０１０５以下であって、非常に好ましくは－０．０１２６以
下であって、格段に好ましくは－０．０１６６以下であった。
　また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるＤuvは、－０．０４３０以上で
あって、または－０．０４２６８以上であって、好ましくは－０．０３８９以上であって
、より好ましくは－０．０３３４以上であって、非常に好ましくは－０．０２８５以上で
あって、格段に好ましくは－０．０２５０以上であった。
【０１１７】
　さらに、表２から表７の結果より、本発明の第二の実施態様に係る発光装置において分
光分布はＡcgが－２５以下であって－４６１以上であった。正確な定義は前述の通りであ
るが、この物理的なおおよその意味、見通しの良い解釈は、以下の通りである。Ａcgが適
切な範囲で負の値を取るとの意味は、規格化試験光分光分布に適切な凹凸があり、３８０
ｎｍから４９５ｎｍ間の短波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試
験光分光分布の放射束強度が強い傾向にあり、および／または、４９５ｎｍから５９０ｎ
ｍの中間波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放
射束強度が弱い傾向にあり、および／または、５９０ｎｍからΛ４までの長波長領域では
、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度が強い傾向に
あることを意味している。そのうえで、Ａcgが定量的に－２５以下－４６１以上の場合に
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【０１１８】
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布
から導出されるＡcgは、－２５以下であって、より好ましくは－２８以下であって、非常
に好ましくは－４１以下であって、格段に好ましくは－１１４以下であった。
　また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置から主たる放射方向に出射される光の分
光分布から導出されるＡcgは、－４６１以上であって、好ましくは－４２０以上であって
、より好ましくは－３２３以上であって、非常に好ましくは－２５４以上であって、格段
に好ましくは－２４８以上であった。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にあるＡcgの好ましい範囲は、－４１９以上、－２９以下であった。
【０１１９】
　第二に、本発明は色の見えが良く効率も高い試験光の実現を目指したが、放射効率Ｋに
関しては、以下の通りであった。
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置による分光分布が有する放射効率は、好適には
１７４（ｌｍ／Ｗ）から３１８（ｌｍ／Ｗ）の範囲であって、通常の白熱電球等の値であ
る１５０（ｌｍ／Ｗ）よりも約１５％以上高かった。これは半導体発光素子からの放射や
蛍光体からの放射を内在しており、かつ、Ｖ（λ）との関係において、分光分布の適切な
位置に適切な凹凸があったためであると考えられる。色の見えとの両立との観点では、本
発明の第二の実施態様に係る発光装置から主たる放射方向に出射される光が有する分光分
布から求められる放射効率は、以下の範囲が好ましかった。
【０１２０】
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置による放射効率Ｋは、好適には１７４（ｌｍ／
Ｗ）以上であったが、好ましくは１９３（ｌｍ／Ｗ）以上であって、より好ましくは２０
４（ｌｍ／Ｗ）以上であって、非常に好ましくは２０８（ｌｍ／Ｗ）以上であって、格段
に好ましくは２０９（ｌｍ／Ｗ）以上であった。一方、放射効率Ｋは理想的には高い方が
良いが、本発明においては、好適には３１８（ｌｍ／Ｗ）以下であって、色の見えとのバ
ランスから、２９０（ｌｍ／Ｗ）以下がより好ましく、２５８（ｌｍ／Ｗ）以下が格段に
好ましかった。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にあるＫの好ましい範囲は、１９５（ｌｍ／Ｗ）以上、２８８（ｌｍ／Ｗ）以下であっ
た。
【０１２１】
　第三に、｜Δｈn｜、
【数２６】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）の特性を考えると、以下の傾向であったことが分かる。す
なわち、良好な色の見え、物体の見えとなる試験光は、計算用基準光で照明した場合を仮
定した当該１５色票の色の見えと、実測した試験光分光分布で照明した場合を仮定した当
該１５色票の色の見えに関して、以下の特性を有していた。
【０１２２】
　試験光による照明と計算用基準光による照明の当該１５色票の色相角差（｜Δｈn｜）
は比較的少なく、かつ、試験光による照明の当該１５色票の平均的飽和度
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【数２７】

が、計算用基準光による照明のそれと比較して適正な範囲で上がっていた。かつ、当該平
均値だけでなく、１５色票の飽和度（ΔＣn）を個別に見ても、試験光による照明の当該
１５色票の各ΔＣnが、計算用基準光による照明のそれらと比較して、極端に低下してい
るものも極端に向上しているものもなく、すべてが適正範囲にあり、この結果として最大
最小飽和度差間差（ΔＣmax－ΔＣmin）が適正な範囲で狭かった。さらに、簡略化すれば
、当該１５色票に対して基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮
定した場合は、当該１５色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範
囲で１５色票の飽和度が比較的均等に向上している場合が理想的であると推察できる。
【０１２３】
　図３５の実線は、表３にあって、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験
光３の規格化試験光分光分布である。また、同図中点線は、当該試験光のＣＣＴから算出
された計算用基準光（黒体放射の光）の規格化分光分布である。一方、図３６は、当該試
験光３で照明した場合（実線）と、計算用基準光（黒体放射の光）で照明した場合（点線
）を仮定した、当該１５色票の色の見えに関するＣＩＥＬＡＢプロットである。なお、紙
面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のためにａ*、ｂ*軸のみをプロットした。
　さらに図３７と図３８は、表５の中で、総合判断として「格段に好ましい」と判断され
た試験光１１の結果を上記と同様にまとめたもので、図３９と図４０は、表６中で、総合
判断として「格段に好ましい」と判断された試験光１５の結果を上記と同様にまとめたも
のである。
【０１２４】
　この様に視覚実験で好ましい色の見え、物体の見えとなった場合は、当該１５色票に対
する基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮定した場合に、当該
１５色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範囲で１５色票の飽和
度が比較的均等に向上していることが分かる。また、この観点で４０００Ｋ近傍のＣＣＴ
は、好ましいことも分かる。
【０１２５】
　一方、Ｄuvが適正な範囲で負の値を有する場合であっても、たとえば表５中のＤuv≒－
０．０１８３１である比較試験光１８の場合には、視覚実験において試験光による見えが
好ましくないと判断されている。これは、指標Ａcgの特性が適正でなかったと考えられる
。図４１、図４２は比較試験光１８について、図３５、図３６等と同様に規格化分光分布
と１５色票の色の見えに関するＣＩＥＬＡＢプロットを行った結果である。この図からも
明らかなように、当該１５色票に対して基準光での照明を仮定した場合と、試験光での照
明を仮定した場合とを比較すると、当該１５色票のいくつかの色相において、色相角差が
おおきく、また、１５色票の飽和度が非常に不均等に変化していることが分かる。
【０１２６】
　視覚実験結果と考察から、各定量指標は、以下の範囲が好ましいことが分かる。
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるＤuvは、前述の通り、－０．００７０
以下であって、好ましくは、－０．００７７８以下であって、より好ましくは－０．０１
０５以下であって、非常に好ましくは－０．０１２６以下であって、格段に好ましくは－
０．０１６６以下であった。
　また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるＤuvは、－０．０４３０以上で
あって、または－０．０４２６８以上であって、好ましくは、－０．０３８９以上であっ
て、より好ましくは－０．０３３４以上であって、非常に好ましくは－０．０２８５以上
であって、格段に好ましくは－０．０２５０以上であった。
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【０１２７】
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置における｜Δｈn｜は９．２以下が好適であり
、非常に好ましくは８．４以下であって、格段に好ましくは７．７以下であった。また｜
Δｈn｜は、さらに小さいことがより好ましいと考えられ、６．０以下がより格段に好ま
しく、５．０以下が更に格段に好ましく、４．０以下が特に格段に好ましいと考えられる
。
　なお、本発明の第二の実施態様に係る発光装置における｜Δｈn｜は０以上が好適であ
り、視覚実験時の最小値は０．００２９２であった。さらに、視覚実験で実試験光を用い
た検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある｜Δｈn｜の好ましい範囲
は、８．３以下、０．００３以上であった。
【０１２８】
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置における
【数２８】

は、１．７以上が好適であり、好ましくは、１．９以上であって、非常に好ましくは２．
３以上であって、格段に好ましくは２．６以上であった。
　また、８．２以下であることが好適であり、好ましくは７．５以下であって、非常に好
ましくは６．４以下であって、格段に好ましくは５．１以下であった。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にある上記指標の好ましい範囲は、２．０以上、７．４以下であった。
【０１２９】
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるΔＣnは、－２．７以上であることが
好適であり、非常に好ましくは－２．５以上であって、格段に好ましくは－１．２以上で
あった。
　また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるΔＣnは、２２．３以下である
ことが好適であり、好ましくは２０．３以下であって、格段に好ましくは１６．９以下で
あった。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にあるΔＣnの好ましい範囲は、－２．４以上、２０．２以下であった。
【０１３０】
　本発明の第二の実施態様に係る発光装置における（ΔＣmax－ΔＣmin）は、２１．８以
下であることが好適であり、１９．８以下であることが好ましく、１７．９以下であるこ
とが格段に好ましかった。加えて、（ΔＣmax－ΔＣmin）は小さいことがより好ましいと
考えられ、１５．０以下がさらに格段に好ましく、１４．０以下が非常に格段に好ましい
と考えられる。
　また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置における（ΔＣmax－ΔＣmin）は、３．
０以上であることが好適であり、３．３以上であることが好ましく、４．０以上であるこ
とが格段に好ましかった。視覚実験時の最小値は３．３６であった。さらに、視覚実験で
実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある（ΔＣmax

－ΔＣmin）の好ましい範囲は、３．４以上、１９．７以下であった。
【０１３１】
　第四に、本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるＣＣＴに関しては、以下のよ
うなことが分かった。比較視覚実験によって、好ましいと判断された各種指標すなわち｜
Δｈn｜、
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【数２９】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）をより適切な値とするためには、本発明の第二の実施態様
に係る発光装置において、ＣＣＴは４０００Ｋに近い値をとることが好ましかった。これ
は４０００Ｋ付近の光は基準の光を見てもその分光分布が波長にあまり依存せずに等エネ
ルギー的であって、基準の光に対して容易に凹凸を形成した試験光分光分布が実現できる
ためと考えられる。換言すると、他のＣＣＴの場合と比較しても、｜Δｈn｜と（ΔＣmax

－ΔＣmin）を比較的小さく保持したまま、

【数３０】

を増加させ、大多数の色票に対するΔＣnを所望の値に容易に制御可能である。
【０１３２】
　よって、本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるＣＣＴは１８００Ｋから１５
０００Ｋであることが若干好ましく、２０００Ｋから１００００Ｋであることが好ましく
、２３００Ｋから７０００Ｋであることがより好ましく、２６００Ｋから６６００Ｋであ
ることが非常に好ましく、２９００Ｋから５８００Ｋであることが格段に好ましく、３４
００Ｋから５１００Ｋであることが最も好ましい。
　なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内
側にあるＣＣＴの好ましい範囲は、２５５０（Ｋ）以上、５６５０（Ｋ）以下であった。
【０１３３】
　本発明の照明方法実施するための好ましい実施形態、これを具現化するための発光装置
に関して以下に説明するが、本発明の照明方法及び発光装置を実施するための態様は、以
下の説明で用いたものに限定されない。
【０１３４】
　本発明の照明方法は、照明対象物に対して照射され、色刺激となる試験光の測光学的特
性が適切な範囲にあり、かつ、計算用基準光で照明した場合を仮定した当該１５色票の色
の見えと、実測した試験光分光分布で照明した場合を仮定した当該１５色票の色の見えの
差が適切な範囲にあれば、発光装置の構成、材料等に制約はない。
【０１３５】
　本発明の発光装置は、発光装置から主たる放射方向に出射され、照明対象物に対して色
刺激となる試験光の放射計測学的特性、測光学的特性が適切な範囲にあれば、発光装置の
構成、材料等に制約はない。
【０１３６】
　本発明の照明方法又は発光装置を実施するための照明光源、当該照明光源を含む照明器
具、当該照明光源や照明器具を含む照明システム等の発光装置には制約はないが、少なく
とも１つの発光要素である半導体発光素子を含んでいることが好ましい。半導体発光素子
を含む照明光源は、たとえば青色、緑色、赤色の種類の異なる複数の半導体発光素子が１
つの照明光源中に内在していてもよく、また、１つの照明光源の中には青色半導体発光素
子を含み、異なる１つの照明光源中に緑色半導体発光素子を含み、さらに異なる１つの照
明光源中に赤色半導体発光素子を含み、これらが照明器具の中でレンズ、反射鏡、駆動回
路等とともに一体とされて照明システムに提供されてもよい。さらに、１つの照明器具中
に１つの照明光源があり、この中に単体の半導体発光素子が内在しているような場合であ
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って、単体の照明光源、照明器具としては本発明の照明方法又は発光装置を実施できない
ものの、照明システム中に存在する異なる照明器具からの光との加法混色によって、照明
システムとして放射される光が、照明対象物の位置で所望の特性を満足するようにしても
かまわないし、照明システムとして放射される光のうち主たる放射方向の光が、所望の特
性を満足するようにしてもかまわない。いずれのような形態であっても、照明対象物に最
終的に照射される色刺激としての光が、又は、発光装置から出射される光のうち主たる放
射方向の光が、本発明の適切な条件を満たせばよい。
【０１３７】
　以下は、前記の適切な条件を満たしたうえで、本発明の第一の実施態様に係る照明方法
を実施するための発光装置、及び、本発明の第二の実施態様に係る発光装置が好ましく有
すべき特性に関して記載する。
【０１３８】
　本発明の第一の実施態様に係る照明方法を実施するための発光装置、又は、本発明の第
二の実施態様に係る発光装置は、Λ１（３８０ｎｍ）からΛ２（４９５ｎｍ）の短波長領
域内にピークを有する発光要素（発光材料）を有し、かつ、Λ２（４９５ｎｍ）からΛ３
（５９０ｎｍ）の中間波長領域内にピークを有する別の発光要素（発光材料）を有し、さ
らに、Λ３（５９０ｎｍ）から７８０ｎｍまでの長波長領域内にピークを有するさらに別
な発光要素（発光材料）を有することが好ましい。これはそれぞれの発光要素を独立して
強度設定あるいは強度制御することが、好ましい色の見えを容易に実現し得るからである
。
【０１３９】
　よって、本発明の第一の実施態様に係る照明方法を実施するための発光装置、又は、本
発明の第二の実施態様に係る発光装置は、上記それぞれの３波長領域中に発光ピークを有
する発光要素（発光材料）を少なくとも１種類ずつ有することが好ましく、また、当該３
波長領域の中の２領域には１種類ずつ、他の１領域は複数の発光要素（発光材料）を有す
ることがより好ましく、さらに、当該３波長領域中の１領域には１種類の、他の２領域は
複数の発光要素（発光材料）を有することが非常に好ましく、当該３波長領域のすべてに
おいて、複数の発光要素を有することが格段に好ましい。これは１領域中に２つ以上のピ
ーク波長を有するように発光要素を内在させることで分光分布の制御性が格段に向上し、
数学的には、照明された対象物の色の見えを所望のように制御しやすくなるからである。
【０１４０】
　よって、半導体発光素子を蛍光体用励起光源として使用した現実の発光装置においては
、１発光装置中の蛍光体種類は２種類とし、半導体発光素子の波長と合わせて当該３波長
領域それぞれにピーク波長を有するのが好ましい。さらに、蛍光体種類は３種類とし、半
導体発光素子の波長と合わせて当該３波長領域の中の少なくとも１領域は２種類の発光要
素が内在するようにすることがより好ましい。このような考えから、蛍光体種類は４種類
以上が非常に好ましく、５種類が格段に好ましい。特に６種類以上の蛍光体が１光源内に
存在すると、蛍光体間の相互吸収等でスペクトルの制御性は逆に低下してしまうため好ま
しくなくなっていく。また、これとは別の観点で、簡便な発光装置実現との観点では、蛍
光体種類は１種類とし、半導体発光素子の発光ピークと合わせて２種類の発光要素で発光
装置を構成しても構わない。
【０１４１】
　また、異なるピーク波長を有する半導体発光素子のみで実際の発光装置を構成した場合
もこれと同様である。すなわち、好ましい分光分布を実現する観点では、１光源中の半導
体発光素子の種類は、３種類以上が好ましく、４種類以上がより好ましく、５種類以上が
非常に好ましく、６種類が格段に好ましい。７種類以上の場合には光源中への搭載の煩雑
さ等が発生するために好ましくなくなってしまう。また、これとは別の、簡便な発光装置
実現との観点では、半導体発光素子は２種類で発光装置を構成しても構わない。
【０１４２】
　なお、半導体発光素子と蛍光体を自在に混合搭載することも可能であって、青色発光素
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子と２種類（緑色、赤色）の蛍光体を１光源内に搭載しても良く、また、青色発光素子と
３種類（緑色、赤色１、赤色２）の蛍光体を１光源内に搭載してもよい。さらに、紫色発
光素子と４種類の蛍光体（青色、緑色、赤色１、赤色２）を１光源内に搭載してもよい。
さらには、１つの光源の中に、青色発光素子と２種類（緑色、赤色）の蛍光体搭載してい
る部分と、紫色発光素子と３種類の蛍光体（青色、緑色、赤色）を搭載している部分を内
在させてもよい。
【０１４３】
　各３波長領域内の発光要素（発光材料）は、ピーク部分の強度やピーク間の谷の強度を
制御する観点から、すなわち適切な凹凸を分光分布に形成する観点から、少なくとも１つ
は比較的狭帯域な発光要素を含んでいることが好ましい。逆に各３波長領域の幅と同程度
の幅を有する発光要素だけでは、分光分布に適切な凹凸を形成することは難しい。よって
、本発明においては、少なくとも１つは比較的狭帯域な発光要素を含んでいることが好ま
しいが、さらに、各３波長領域中の２領域に比較的狭帯域な発光要素を含んでいることは
よりこのましく、３波長領域全ての領域に比較的狭帯域な発光要素を含んでいることはよ
りこのましい。この際に、比較的狭帯域な発光要素はそれ単体だけがある波長領域内の発
光要素となっていても良いが、比較的狭帯域な発光要素が当該波長領域内に複数種類存在
していることはより好ましく、さらに、比較的狭帯域な発光要素と比較的広帯域な発光要
素が当該波長領域内にともに存在していることもより好ましい。
【０１４４】
　なお、ここで言う比較的狭帯域とは、発光要素（発光材料）の半値全幅が、短波長領域
（３８０ｎｍから４９５ｎｍ）、中間波長領域（４９５ｎｍから５９０ｎｍ）、長波長領
域（５９０ｎｍから７８０ｎｍ）のそれぞれの領域幅である１１５ｎｍ、９５ｎｍ、１９
０ｎｍに対して、２／３以下であるものをいう。また、比較的狭帯域の発光要素の中でも
、その半値全幅は、それぞれの領域幅に対して１／２以下であることが好ましく、１／３
以下であることがより好ましく、１／４以下であることが非常に好ましく、１／５以下で
あることが格段に好ましい。また、過度に極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素
を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、当該半値
全幅は、２ｎｍ以上が好ましく、４ｎｍ以上がより好ましく、６ｎｍ以上が非常に好まし
く、８ｎｍ以上が格段に好ましい。
【０１４５】
　これらは、所望の分光分布実現の観点から記載すれば、比較的狭帯域の発光要素（発光
材料）の組み合わせとすると、分光分布に凹凸形状が形成しやすく、視覚実験で適切な範
囲が明らかとなった指標Ａcg、放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）等を、所望の値にしやすくなるた
め、好ましい。また、当該光を色刺激としてとらえ、当該発光装置での照明を仮定した場
合の当該１５色票の色の見えと、計算用基準光での照明を仮定した場合の色の見えとの差
も、発光要素の中に比較的狭帯域なそれを内在させることで、飽和度制御、特に視覚実験
で適切な範囲が明らかとなった｜Δｈn｜、
【数３１】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）等を適切な数値範囲にしやすくなるために好ましい。さら
に、比較的狭帯域の蛍光体を用いると、広帯域蛍光体を用いる場合よりもＤuv制御も容易
になるために好ましい。
【０１４６】
　本発明の照明方法及び発光装置においては以下の発光材料、蛍光体材料、半導体発光素
子が発光要素として発光装置に内在することが好ましい。
【０１４７】
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　まず、当該３波長領域の中のΛ１（３８０ｎｍ）からΛ２（４９５ｎｍ）の短波長領域
においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの
放電放射光、レーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体から
の自然放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起
された蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザからの発光は、小型
で、エネルギー効率が高く、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。
【０１４８】
　具体的には、以下が好ましい。
　半導体発光素子としては、サファイア基板上やＧａＮ基板上に形成されたＩｎ（Ａｌ）
ＧａＮ系材料を活性層構造中に含む紫色発光素子（ピーク波長が３９５ｎｍから４２０ｎ
ｍ程度）、青紫色発光素子（ピーク波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）、青色発光素
子（ピーク波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）が好ましい。さらに、ＧａＡｓ基板上
に形成されたＺｎ（Ｃｄ）（Ｓ）Ｓｅ系材料を活性層構造中に含む青色発光素子（ピーク
波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）も好ましい。
【０１４９】
　なお、半導体発光素子や蛍光体等の発光要素（発光材料）の呈する放射束の分光分布や
、そのピーク波長は、周辺温度、パッケージや灯具等の発光装置の放熱環境、注入電流、
回路構成、あるいは場合によっては劣化等によって、若干変動するのが常である。よって
、ある駆動条件でのピーク波長が４１８ｎｍの半導体発光素子は、周辺環境の温度が上昇
するとたとえば４２１ｎｍのピーク波長を呈する場合などもある。
　以下に述べる半導体発光素子や蛍光体等の発光要素（発光材料）の呈する放射束の分光
分布やそのピーク波長についても、同様のことが言える。
【０１５０】
　活性層構造は、量子井戸層とバリア層を積層した多重量子井戸構造でも、あるいは比較
的厚い活性層とバリア層（あるいはクラッド層）を含む一重あるいは二重ヘテロ構造でも
、１つのｐｎ接合からなるホモ接合であってもよい。
【０１５１】
　特に、活性層がＩｎ（Ａｌ）ＧａＮ系材料含む場合には、青色発光素子と比較すると、
活性層構造内でＩｎ濃度が低くなる青紫色発光素子、紫色発光素子は、Ｉｎの偏析による
発光波長ゆらぎが小さくなり発光スペクトルの半値全幅が狭くなるために、好ましい。さ
らに、青紫色発光素子、紫色発光素子は、波長が本波長領域である３８０ｎｍから４９５
ｎｍの比較的外側（短波長側）寄りに位置し、Ｄuvの制御が容易となるために、好ましい
。すなわち、本発明においてΛ１（３８０ｎｍ）からΛ２（４９５ｎｍ）の短波長領域に
発光ピークを有する半導体発光素子は、青色発光素子（ピーク波長が４５５ｎｍから４８
５ｎｍ程度）が好ましく、これより波長の短い青紫色発光素子（ピーク波長が４２０ｎｍ
から４５５ｎｍ程度）がより好ましく、紫色発光素子（ピーク波長が３９５ｎｍから４２
０ｎｍ程度）が非常に好ましい。また、これらの発光素子を複数種類使用することも好ま
しい。
【０１５２】
　また、発光要素として半導体レーザを用いることも好ましく、上記と同様の理由で、青
色半導体レーザ（発振波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）が好ましく、これより波長
の長い青紫色半導体レーザ（発振波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）がより好ましく
、紫色半導体レーザ（発振波長が３９５ｎｍから４２０ｎｍ程度）が非常に好ましい。
【０１５３】
　本発明の照明方法又は発光装置で用いる短波長領域の半導体発光素子は、その発光スペ
クトルの半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、短波長領域で用いる半導体発光素
子の半値全幅は、４５ｎｍ以下が好ましく、４０ｎｍ以下がより好ましく、３５ｎｍ以下
が非常に好ましく、３０ｎｍ以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、
多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあるこ
とから、短波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、２ｎｍ以上が好ましく、４ｎ
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ｍ以上がより好ましく、６ｎｍ以上が非常に好ましく、８ｎｍ以上が格段に好ましい。
【０１５４】
　本発明の照明方法又は発光装置で用いる短波長領域の半導体発光素子は、Ｉｎ（Ａｌ）
ＧａＮ系材料を活性層構造中に含むことが好ましいことから、サファイア基板上またはＧ
ａＮ基板上に形成された発光素子であることが好ましい。特にＧａＮ基板上に形成された
発光素子の活性層中のＩｎ偏析度合は、サファイア基板上に形成された場合よりも良好で
ある。これは基板と活性層構造材料との格子整合性に依っている。このため、ＧａＮ基板
上のＩｎ（Ａｌ）ＧａＮ発光スペクトルの半値全幅はより狭くできるために、本発明との
格段の相乗効果が期待でき、非常に好ましい。さらには、ＧａＮ基板上の発光素子であっ
ても、特に半極性面、無極性面上に形成された素子が好ましい。これは結晶成長方向に対
する圧電分極効果が低減されるため、量子井戸層内の空間的な電子と正孔の波動関数の空
間的な重なりが大きくなり、原理的に発光効率の向上とスペクトルの狭帯域化が実現でき
るからである。よって半極性あるいは無極性ＧａＮ基板上の半導体発光素子を用いること
は、本発明との格段の相乗効果が期待できるため、非常に好ましい。
【０１５５】
　また、基板の厚みは厚い場合か、半導体発光素子から完全に剥離されている場合のいず
れかが好ましい。特にＧａＮ基板上に短波長領域の半導体発光素子を作成した場合におい
ては、ＧａＮ基板側壁からの光取り出しを助長するように、基板は厚いことが好ましく、
１００μｍ以上が好ましく、２００μｍ以上がより好ましく、４００μｍ以上が非常に好
ましく、６００μｍ以上が格段に好ましい。一方で素子作成上の便から基板厚みは２ｍｍ
以下が好ましく、１．８ｍｍ以下がより好ましく、１．６ｍｍ以下が非常に好ましく、１
．４ｍｍ以下が格段に好ましい。
【０１５６】
　一方サファイア基板上等に発光素子を作成した場合においては、レーザリフトオフ等の
方法で基板を剥離しておくことが好ましい。このようにすると基板との極端な格子不整合
のために広帯域化を助長してしまう量子井戸層にかかる応力が低減し、結果として発光素
子のスペクトルの狭帯域化が実現できる。よって、サファイア基板等を剥離した発光素子
は本発明との格段の相乗効果を期待でき、非常に好ましい。
【０１５７】
　本発明の照明方法又は発光装置に用いる短波長領域の蛍光体材料としては、その半値全
幅が狭いことが好ましい。この観点で、短波長領域で用いる蛍光体材料の、室温で光励起
された場合の発光スペクトルの半値全幅は、９０ｎｍ以下が好ましく、８０ｎｍ以下がよ
り好ましく、７０ｎｍ以下が非常に好ましく、６０ｎｍ以下は格段に好ましい。また、極
端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を
実現できない場合もあることから、短波長領域で用いる蛍光体材料の半値全幅は、２ｎｍ
以上が好ましく、４ｎｍ以上がより好ましく、６ｎｍ以上が非常に好ましく、８ｎｍ以上
が格段に好ましい。
【０１５８】
　短波長領域の蛍光体材料においては、当該蛍光体材料を励起する都合とＤuvの制御性を
考慮し、以下の範囲にピーク波長を有することが好ましい。光励起する場合には、ピーク
波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍであることが好ましく、これより波長の短い４２０ｎｍ
から４５５ｎｍであることがより好ましい。一方、電子線励起する場合には、ピーク波長
が４５５ｎｍから４８５ｎｍであることが好ましく、これより波長の短い４２０ｎｍから
４５５ｎｍであることがより好ましく、ピーク波長が３９５ｎｍから４２０ｎｍであるこ
とが非常に好ましい。
【０１５９】
　本発明の照明方法又は発光装置に用いる短波長領域の蛍光体材料の具体例としては、上
記半値全幅を満たすものであれば好ましく用いることができるが、Ｅｕ2+を付活剤としア
ルカリ土類アルミン酸塩またはアルカリ土類ハロリン酸塩からなる結晶を母体とする青色
蛍光体がある。より具体的には下記一般式（５）で表される蛍光体、下記一般式（５）´
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で表される蛍光体、（Ｓｒ，Ｂａ）3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+、および（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ
，Ｍｇ）Ｓｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕが挙げられる。
　（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｍｎ，Ｅｕ　　　（５）
（一般式（５）で表されるアルカリ土類アルミン酸塩蛍光体をＢＡＭ蛍光体と呼ぶ。）
　ＳｒaＢａbＥｕx（ＰＯ4）cＸd　　　（５）´
（一般式（５）´において、ＸはＣｌである。また、ｃ、ｄ及びｘは、２．７≦ｃ≦３．
３、０．９≦ｄ≦１．１、０．３≦ｘ≦１．２を満足する数である。さらに、ａ及びｂは
、ａ+ｂ＝５－ｘかつ０≦ｂ／（ａ＋ｂ）≦０．６の条件を満足する。）（一般式（５）
´で表されるアルカリ土類ハロリン酸塩蛍光体のうちＢａを含有するものをＳＢＣＡ蛍光
体と呼び、Ｂａを含有しないものをＳＣＡ蛍光体と呼ぶ。）
　これらの蛍光体である、ＢＡＭ蛍光体、ＳＢＣＡ蛍光体、ＳＣＡ蛍光体、およびＢａ－
ＳＩＯＮ蛍光体（（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）Ｓｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕ）、（Ｓｒ，Ｂａ）3Ｍ
ｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+蛍光体などが好ましく例示できる。
【０１６０】
　次いで、当該３波長領域の中のΛ２（４９５ｎｍ）からΛ３（５９０ｎｍ）の中間波長
領域においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等か
らの放電放射光、非線形光学効果を用いた二次高調波発生（ＳＨＧ）等を含むレーザ等か
らの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然放出光等あらゆる
光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された蛍光体からの発光
、半導体発光素子からの発光、半導体レーザ、ＳＨＧレーザからの発光は、小型で、エネ
ルギー効率が高く、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。
【０１６１】
　具体的には、以下が好ましい。
　半導体発光素子としては、サファイア基板上あるいはＧａＮ基板上のＩｎ（Ａｌ）Ｇａ
Ｎ系材料を活性層構造中に含む青緑発光素子（ピーク波長が４９５ｎｍから５００ｎｍ程
度）、緑色発光素子（ピーク波長が５００ｎｍから５３０ｎｍ程度）、黄緑色発光素子（
ピーク波長が５３０ｎｍから５７０ｎｍ程度）、黄色発光素子（ピーク波長が５７０ｎｍ
から５８０ｎｍ程度）が好ましい。また、ＧａＰ基板上のＧａＰによる黄緑色発光素子（
ピーク波長が５３０ｎｍから５７０ｎｍ程度）、ＧａＰ基板上のＧａＡｓＰによる黄色発
光素子（ピーク波長が５７０ｎｍから５８０ｎｍ程度）も好ましい。さらに、ＧａＡｓ基
板上のＡｌＩｎＧａＰによる黄色発光素子（ピーク波長が５７０ｎｍから５８０ｎｍ程度
）も好ましい。
【０１６２】
　活性層構造は、量子井戸層とバリア層を積層した多重量子井戸構造でも、あるいは比較
的厚い活性層とバリア層（あるいはクラッド層）を含む一重あるいは二重ヘテロ構造でも
、１つのｐｎ接合からなるホモ接合であってもよい。
　特に、Ｉｎ（Ａｌ）ＧａＮ系材料を用いた場合には、黄色発光素子と比較すると活性層
構造内でＩｎ濃度が低くなる黄緑色発光素子、緑色発光素子、青緑色発光素子は、Ｉｎの
偏析による発光波長ゆらぎが小さくなり発光スペクトルの半値全幅が狭くなるために、好
ましい。すなわち、本発明においてΛ２（４９５ｎｍ）からΛ３（５９０ｎｍ）の中間波
長領域に発光ピークを有する半導体発光素子は、黄色発光素子（ピーク波長が５７０ｎｍ
から５８０ｎｍ程度）が好ましく、これより波長の短い黄緑色発光素子（ピーク波長が５
３０ｎｍから５７０ｎｍ程度）がより好ましくこれより波長の短い緑色発光素子（ピーク
波長が５００ｎｍから５３０ｎｍ程度）が非常に好ましく、青緑色発光素子（ピーク波長
が４９５ｎｍから５００ｎｍ程度）が格段に好ましい。
【０１６３】
　また、発光要素として半導体レーザや、半導体レーザの発振波長を非線形光学効果によ
って波長変換したＳＨＧレーザ等を用いることも好ましい。発振波長としては、上記と同
様の理由で、黄色（ピーク波長が５７０ｎｍから５８０ｎｍ程度）領域内であることが好
ましく、これより波長の短い黄緑色（ピーク波長が５３０ｎｍから５７０ｎｍ程度）領域
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内であることがより好ましく、これより波長の短い緑色（ピーク波長が５００ｎｍから５
３０ｎｍ程度）領域内であることが非常に好ましく、さらに、青緑色（ピーク波長が４９
５ｎｍから５００ｎｍ程度）領域内であることが格段に好ましい。
　本発明の照明方法又は発光装置で用いる中間波長領域の半導体発光素子は、その発光ス
ペクトルの半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、中間波長領域で用いる半導体発
光素子の半値全幅は、７５ｎｍ以下が好ましく、６０ｎｍ以下がより好ましく、５０ｎｍ
以下が非常に好ましく、４０ｎｍ以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトル
は、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあ
ることから、中間波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、２ｎｍ以上が好ましく
、４ｎｍ以上がより好ましく、６ｎｍ以上が非常に好ましく、８ｎｍ以上が格段に好まし
い。
【０１６４】
　本発明で用いる中間波長領域の半導体発光素子は、Ｉｎ（Ａｌ）ＧａＮ系材料を活性層
構造中に含む場合には、サファイア基板上かＧａＮ基板上に形成された発光素子であるこ
とが好ましい。また、特にＧａＮ基板上形成された発光素子であることがより好ましい。
これは、中間波長領域のＩｎＡｌＧａＮ系素子を作成するには、Ｉｎを比較的多量に活性
層構造中に導入する必要があるが、ＧａＮ基板上に形成した場合には、サファイア基板上
に形成した場合と比較して、基板との格子定数差に起因する圧電効果が低減し、量子井戸
層内にキャリアを注入した場合の電子／正孔の空間的分離を抑制できるからである。この
結果、発光波長の半値全幅は狭帯域化可能である。よって本発明においては、ＧａＮ基板
上の中間波長領域の発光素子では、格段の相乗効果が期待されるため、好ましい。さらに
はＧａＮ基板上の発光素子であっても、特に半極性面、無極性面上に形成された素子が好
ましい。これは結晶成長方向に対する圧電分極効果が低減されるため、量子井戸層内の空
間的な電子と正孔の波動関数の空間的な重なりが大きくなり、原理的に発光効率の向上と
スペクトルの狭帯域化が実現できるからである。よって半極性あるいは無極性ＧａＮ基板
上の半導体発光素子を用いることは、本発明との格段の相乗効果が期待できるため、非常
に好ましい。
【０１６５】
　いずれの基板上に形成されたいずれの半導体発光素子であっても、基板の厚みは厚い場
合か完全に除去されている場合のいずれかが好ましい。
　特にＧａＮ基板上に中間波長領域の半導体発光素子を作成した場合においては、ＧａＮ
基板側壁からの光取り出しを助長するように、基板は厚いことが好ましく、１００μｍ以
上が好ましく、２００μｍ以上がより好ましく、４００μｍ以上が非常に好ましく、６０
０μｍ以上が格段に好ましい。一方で素子作成上の便から基板厚みは２ｍｍ以下が好まし
く、１．８ｍｍ以下がより好ましく、１．６ｍｍ以下が非常に好ましく、１．４ｍｍ以下
が格段に好ましい。
【０１６６】
　また、ＧａＰ基板上に中間波長領域の半導体発光素子を作成した場合においても同様で
、ＧａＰ基板側壁からの光取り出しを助長するように、基板は厚いことが好ましく、１０
０μｍ以上が好ましく、２００μｍ以上がより好ましく、４００μｍ以上が非常に好まし
く、６００μｍ以上が格段に好ましい。一方で素子作成上の便から基板厚みは２ｍｍ以下
が好ましく、１．８ｍｍ以下がより好ましく、１．６ｍｍ以下が非常に好ましく、１．４
ｍｍ以下が格段に好ましい。
【０１６７】
　一方、ＧａＡｓ基板上に形成されたＡｌＩｎＧａＰ系材料の場合には、基板のバンドギ
ャップが活性層構造を形成する材料のバンドギャップよりも小さいために、発光波長領域
の光を吸収してしまう。このために、基板の厚みは薄い場合が好ましく、半導体発光素子
から完全に剥離されている場合が好ましい。
【０１６８】
　さらに、サファイア基板上等に半導体発光素子を作成した場合においては、レーザリフ
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トオフ等の方法で基板を剥離しておくことが好ましい。このようにすると基板との極端な
格子不整合のために広帯域化してしまう量子井戸層にかかる応力が低減し、結果として発
光素子のスペクトルの狭帯域化が実現できる。よって、サファイア基板等を剥離した半導
体発光素子は本発明との格段の相乗効果を期待でき、非常に好ましい。
【０１６９】
　本発明の照明方法又は発光装置に用いる中間波長領域の蛍光体材料としては、その半値
全幅が狭いことが好ましい。この観点で、中間波長領域で用いる蛍光体材料の、室温で光
励起された場合の発光スペクトルの半値全幅は、１３０ｎｍ以下が好ましく、１１０ｎｍ
以下がより好ましく、９０ｎｍ以下が非常に好ましく、７０ｎｍ以下は格段に好ましい。
また、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望
の特性を実現できない場合もあることから、中間波長領域で用いる蛍光体材料の半値全幅
は、２ｎｍ以上が好ましく、４ｎｍ以上がより好ましく、６ｎｍ以上が非常に好ましく、
８ｎｍ以上が格段に好ましい。
　中間波長領域の蛍光体材料においては、Ｄuvの制御性を考慮し、ピーク波長が４９５ｎ
ｍから５００ｎｍであることが好ましく、ピーク波長が５００ｎｍから５３０ｎｍである
場合と、ピーク波長が５７０ｎｍから５８０ｎｍである場合が同程度により好ましく、ピ
ーク波長が５３０ｎｍから５７０ｎｍであることが非常に好ましい。
【０１７０】
　本発明の照明方法又は発光装置に用いる中間波長領域の蛍光体材料の具体例としては、
上記半値全幅を満たすものであれば好ましく用いることができる。また、当該具体例とし
ては、Ｅｕ2+、Ｃｅ3+などを付活剤として含む緑色蛍光体が挙げられる。Ｅｕ2+を付活剤
とする好適な緑色蛍光体は、アルカリ土類ケイ酸塩、アルカリ土類ケイ酸窒化物またはサ
イアロンからなる結晶を母体とする緑色蛍光体である。この種の緑色蛍光体は、通常、紫
外～青色半導体発光素子を用いて励起可能である。
【０１７１】
　アルカリ土類ケイ酸塩結晶を母体とするものの具体例には、下記一般式（６）で表され
る蛍光体、下記一般式（６）´で表される蛍光体が挙げられる。
　（ＢａaＣａbＳｒcＭｇdＥｕx）ＳｉＯ4　　（６）
（一般式（６）においてａ、ｂ、ｃ、ｄおよびｘが、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｘ＝２、１．０　
≦ ａ ≦ ２．０、０ ≦ ｂ ＜ ０．２、０．２ ≦ ｃ ≦ ０．８、０ ≦ ｄ ＜ ０．２
および０ ＜ ｘ ≦ ０．５を満たす。）（一般式（６）で表されるアルカリ土類ケイ酸塩
をＢＳＳ蛍光体と呼ぶ。）
　Ｂａ1-x-y ＳｒxＥｕy Ｍｇ1-z Ｍｎz Ａｌ10Ｏ17 　　（６）´
（一般式（６）´においてｘ、ｙおよびｚはそれぞれ０．１≦ｘ≦０．４、０．２５≦ｙ
≦０．６及び０．０５≦ｚ≦０．５を満たす。）（一般式（６）´で表されるアルカリ土
類アルミン酸塩蛍光体をＧ－ＢＡＭ蛍光体と呼ぶ。）
【０１７２】
　サイアロン結晶を母体とするものの具体例には、Ｓｉ6-zＡｌzＯzＮ8-z：Ｅｕ（ただし
０＜ｚ＜４．２）で表される蛍光体が挙げられる（これをβ－ＳｉＡｌＯＮ蛍光体と呼ぶ
）。Ｃｅ3+を付活剤とする好適な緑色蛍光体としては、ガーネット型酸化物結晶を母体と
する緑色蛍光体、例えばＣａ3（Ｓｃ，Ｍｇ）2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅや、アルカリ土類金属ス
カンジウム酸塩結晶を母体とする緑色蛍光体、例えばＣａＳｃ2Ｏ4：Ｃｅがある。その他
、ＳｒＧａＳ4：Ｅｕ2+なども挙げられる。
　さらにその他としては、（Ｂａ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｍｇ，Ｚｎ，Ｅｕ）3Ｓｉ6Ｏ12Ｎ2　で
表される酸窒化物蛍光体が挙げられる（これをＢＳＯＮ蛍光体と呼ぶ）。
【０１７３】
　その他、（Ｙ1-uＧｄu）3（Ａｌ1-vＧａv）5Ｏ12：Ｃｅ，Ｅｕ（但し、ｕ及びｖはそれ
ぞれ０≦ｕ≦０．３、及び０≦ｖ≦０．５を満たす。）で表されるイットリウム・アルミ
ニウム・ガーネット系蛍光体（これをＹＡＧ蛍光体と呼ぶ。）、Ｃａ1.5xＬａ3-XＳｉ6Ｎ

11：Ｃｅ（但し、ｘは、０≦ｘ≦１）で表されるランタン窒化ケイ素蛍光体（これをＬＳ
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Ｎ蛍光体と呼ぶ。）があげられる。
【０１７４】
　これらの蛍光体のうち、ＢＳＳ蛍光体、β－ＳｉＡｌＯＮ蛍光体、ＢＳＯＮ蛍光体、Ｇ
－ＢＡＭ蛍光体、ＹＡＧ蛍光体、およびＳｒＧａＳ4：Ｅｕ2+蛍光体などが好ましく例示
できる。
【０１７５】
　次いで、当該３波長領域の中のΛ３（５９０ｎｍ）から７８０ｎｍの長波長領域におい
ては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの放電放
射光、レーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然
放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された
蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザからの発光は、小型で、エ
ネルギー効率が高く、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。
【０１７６】
　具体的には、以下が好ましい。
　半導体発光素子としては、ＧａＡｓ基板上に形成されたＡｌＧａＡｓ系材料、ＧａＡｓ
基板上に形成された（Ａｌ）ＩｎＧａＰ系材料を活性層構造中に含む橙色発光素子（ピー
ク波長が５９０ｎｍから６００ｎｍ程度）、赤色発光素子（６００ｎｍから７８０ｎｍ）
が好ましい。また、ＧａＰ基板上に形成されたＧａＡｓＰ系材料を活性層構造中に含む赤
色発光素子（６００ｎｍから７８０ｎｍ）が好ましい。
【０１７７】
　活性層構造は、量子井戸層とバリア層を積層した多重量子井戸構造でも、あるいは比較
的厚い活性層とバリア層（あるいはクラッド層）を含む一重あるいは二重ヘテロ構造でも
、１つのｐｎ接合からなるホモ接合であってもよい。
【０１７８】
　特に、この波長領域においては、ピーク波長はＤuv制御性と放射効率の両立を考慮し、
６３０ｎｍ近傍に近接していることが好ましい。この観点では、橙色発光素子と比較する
と赤色発光素子はより好ましい。すなわち、本発明においてΛ３（５９０ｎｍ）から７８
０ｎｍの長波長領域に発光ピークを有する半導体発光素子は、橙色発光素子（ピーク波長
が５９０ｎｍから６００ｎｍ程度）が好ましく、赤色発光素子（ピーク波長が６００ｎｍ
から７８０ｎｍ程度）がより好ましく、ピーク波長が６３０ｎｍ程度に近接している赤色
発光素子が非常に好ましい。特にピーク波長が６１５ｎｍから６４５ｎｍの赤色発光素子
が非常に好ましい。
【０１７９】
　また、発光要素として半導体レーザを用いることも好ましい。発振波長としては、上記
と同様の理由で、橙色（ピーク波長が５９０ｎｍから６００ｎｍ程度）領域内に発振波長
を有することが好ましく、赤色（ピーク波長が６００ｎｍから７８０ｎｍ程度）領域内に
発振波長を有することがより好ましく、さらに発振波長が６３０ｎｍ程度に近接した赤色
領域にあることが非常に好ましい。特に発振波長が６１５ｎｍから６４５ｎｍの赤色半導
体レーザが非常に好ましい。
【０１８０】
　本発明の照明方法又は発光装置で用いる長波長領域の半導体発光素子は、その発光スペ
クトルの半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、長波長領域で用いる半導体発光素
子の半値全幅は、３０ｎｍ以下が好ましく、２５ｎｍ以下がより好ましく、２０ｎｍ以下
が非常に好ましく、１５ｎｍ以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、
多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあるこ
とから、長波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、２ｎｍ以上が好ましく、４ｎ
ｍ以上がより好ましく、６ｎｍ以上が非常に好ましく、８ｎｍ以上が格段に好ましい。
【０１８１】
　長波長領域においては、ＧａＡｓ基板のバンドギャップが活性層構造を形成する材料の
バンドギャップよりも小さいために、発光波長領域の光を吸収してしまう。このために、
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基板の厚みは薄い場合が好ましく、完全に除去されている場合が好ましい。
【０１８２】
　本発明の照明方法又は発光装置に用いる長波長領域の蛍光体材料としては、その半値全
幅が狭いことが好ましい。この観点で、長波長領域で用いる蛍光体材料の、室温で光励起
された場合の発光スペクトルの半値全幅は、１３０ｎｍ以下が好ましく、１１０ｎｍ以下
がより好ましく、９０ｎｍ以下が非常に好ましく、７０ｎｍ以下は格段に好ましい。また
、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特
性を実現できない場合もあることから、長波長領域で用いる蛍光体材料の半値全幅は、２
ｎｍ以上が好ましく、４ｎｍ以上がより好ましく、６ｎｍ以上が非常に好ましく、８ｎｍ
以上が格段に好ましい。
　長波長領域の蛍光体材料においては、ピーク波長はＤuv制御性と放射効率の両立を考慮
し、他の材料と一体として発光装置を作成した際に、そのピーク波長が６３０ｎｍに近接
することが非常に好ましい。すなわち、本発明においてΛ３（５９０ｎｍ）から７８０ｎ
ｍの長波長領域に発光ピークを有する蛍光体材料は、５９０ｎｍから６００ｎｍの間にピ
ークを有するようになることが好ましく、６００ｎｍから７８０ｎｍ程度にピークを有す
るようになることがより好ましく、ピーク波長が６３０ｎｍに近接することが非常に好ま
しい。特にピーク波長が６２０ｎｍから６５５ｎｍとなる蛍光体材料が非常に好ましい。
【０１８３】
　本発明の照明方法又は発光装置に用いる長波長領域の蛍光体材料の具体例としては、上
記半値全幅を満たすものであれば好ましく用いることができる。また、当該具体例として
は、Ｅｕ2+を付活剤とし、アルカリ土類ケイ窒化物、αサイアロンまたはアルカリ土類ケ
イ酸塩からなる結晶を母体とする蛍光体が挙げられる。この種の赤色蛍光体は、通常、紫
外～青色半導体発光素子を用いて励起可能である。アルカリ土類ケイ窒化物結晶を母体と
するものの具体例には、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｍｇ）ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕおよび／または
（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕで表される蛍光体（これをＳＣＡＳＮ蛍光体と
呼ぶ）、（ＣａＡｌＳｉＮ3）1-x（Ｓｉ2Ｎ2Ｏ）x：Ｅｕ（ただし、ｘは０＜ｘ＜０．５
）で表される蛍光体（これをＣＡＳＯＮ蛍光体と呼ぶ）、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）2ＡｌxＳ
ｉ5-xＯxＮ8-x：Ｅｕ（ただし０≦ｘ≦２）で表される蛍光体、Ｅｕy（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ
）1-y：Ａｌ1+xＳｉ4-xＯxＮ7-x（ただし０≦ｘ＜４、０≦ｙ＜０．２）で表される蛍光
体が挙げられる。
【０１８４】
　その他、Ｍｎ4+付活フッ化物錯体蛍光体も挙げられる。Ｍｎ4+付活フッ化物錯体蛍光体
は、Ｍｎ4+を付活剤とし、アルカリ金属、アミンまたはアルカリ土類金属のフッ化物錯体
塩を母体結晶とする蛍光体である。母体結晶を形成するフッ化物錯体には、配位中心が３
価金属（Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｙ、Ｓｃ、ランタノイド）のもの、４価金属（Ｓｉ、Ｇ
ｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｒｅ、Ｈｆ）のもの、５価金属（Ｖ、Ｐ、Ｎｂ、Ｔａ）のものが
あり、その周りに配位するフッ素原子の数は５～７である。
【０１８５】
　好ましいＭｎ4+付活フッ化物錯体蛍光体は、アルカリ金属のヘキサフルオロ錯体塩を母
体結晶とするＡ2+xＭyＭｎzＦn（ＡはＮａおよび／またはＫ；ＭはＳｉおよびＡｌ；－１
≦ｘ≦１かつ０．９≦ｙ＋ｚ≦１．１かつ０．００１≦ｚ≦０．４かつ５≦ｎ≦７）であ
る。中でも特に好ましいのは、ＡがＫ（カリウム）またはＮａ（ナトリウム）から選ばれ
る１種以上で、ＭがＳｉ（ケイ素）またはＴｉ（チタン）であるもの、例えば、Ｋ2Ｓｉ
Ｆ6：Ｍｎ（これをＫＳＦ蛍光体と呼ぶ）、この構成元素の一部（好ましくは１０モル％
以下）をＡｌとＮａで置換したＫ2Ｓｉ1-xＮａxＡｌxＦ6：Ｍｎ、Ｋ2ＴｉＦ6：Ｍｎ（こ
れをＫＳＮＡＦ蛍光体と呼ぶ）などである。
【０１８６】
　その他、下記一般式（７）で表される蛍光体、および下記一般式（７）´で表される蛍
光体も挙げられる。
　（Ｌａ1-x-y　Ｅｕx　Ｌｎy）2Ｏ2Ｓ　　（７）
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（一般式（７）において、ｘ及びｙはそれぞれ０．０２≦ｘ≦０．５０及び０≦ｙ≦０．
５０を満たす数を表し、ＬｎはＹ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｓｍ及びＥｒの少なくとも１種の
３価希土類元素を表す。）（一般式（７）で表される酸硫化ランタン蛍光体をＬＯＳ蛍光
体と呼ぶ。）
　（ｋ-ｘ）ＭｇＯ・ｘＡＦ2・ＧｅＯ2：ｙＭｎ4+　　（７）´
（一般式（７）´において、ｋ、ｘ、ｙは、各々、２．８≦ｋ≦５、０．１≦ｘ≦０．７
、０．００５≦ｙ≦０．０１５を満たす数を表し、Ａはカルシウム（Ｃａ）、ストロンチ
ウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、亜鉛（Ｚｎ）、またはこれらの混合物である。）（一
般式（７）で表されるジャーマネート蛍光体をＭＧＯＦ蛍光体と呼ぶ。）
【０１８７】
　これらの蛍光体のうち、ＬＯＳ蛍光体、ＭＧＯＦ蛍光体、ＫＳＦ蛍光体、ＫＳＮＡＦ蛍
光体、ＳＣＡＳＮ蛍光体、ＣＡＳＯＮ蛍光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ蛍
光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）ＡｌＳｉ4Ｎ7蛍光体などが好ましく例示できる。
【０１８８】
　本発明の照明方法又は発光装置においては、発光装置の分光分布を適切に制御するため
の材料に格段の制約はない。しかし、具現化される発光装置が以下の場合は非常に好まし
い。
　紫色ＬＥＤ（ピーク波長が３９５ｎｍから４２０ｎｍ程度）を、短波長領域の発光要素
とし、さらに短波長領域における発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるＳＢＣＡ、
ＳＣＡ、ＢＡＭの中から選択される少なくとも１以上を光源に内在させ、中間波長領域に
おける発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるβ－ＳｉＡｌＯＮ、ＢＳＳ、ＢＳＯＮ
、Ｇ－ＢＡＭの中から選択される少なくとも１以上を光源に内在させ、長波長領域におけ
る発光要素としてＣＡＳＯＮ、ＳＣＡＳＮ、ＬＯＳ、ＫＳＦ、ＫＳＮＡＦの中から選択さ
れる少なくとも１以上を光源に内在させることは好ましい。
　さらには、以下の通りである。
　紫色ＬＥＤ（ピーク波長が３９５ｎｍから４２０ｎｍ程度）を、短波長領域の第一発光
要素とし、さらに短波長領域における第二発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるＳ
ＢＣＡを光源に内在させ、中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光
体であるβ－ＳｉＡｌＯＮを用い、長波長領域における第一発光要素としてＣＡＳＯＮを
用いることは非常に好ましい。
　加えて、紫色ＬＥＤ（ピーク波長が３９５ｎｍから４２０ｎｍ程度）を短波長領域の第
一発光要素とし、さらに短波長領域における第二発光要素として比較的狭帯域な蛍光体で
あるＳＣＡを光源に内在させ、中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な
蛍光体であるβ－ＳｉＡｌＯＮを用い、長波長領域における第一発光要素としてＣＡＳＯ
Ｎを用いることは非常に好ましい。
　加えて、紫色ＬＥＤ（ピーク波長が３９５ｎｍから４２０ｎｍ程度）を短波長領域の第
一発光要素とし、さらに短波長領域における第二発光要素として比較的狭帯域な蛍光体で
あるＢＡＭを光源に内在させ、中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な
蛍光体であるＢＳＳを用い、長波長領域における第一発光要素としてＣＡＳＯＮを用いる
ことは非常に好ましい。
【０１８９】
　一方、青紫色ＬＥＤ（ピーク波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）かつ／または青色
ＬＥＤ（ピーク波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）を短波長領域の発光要素とし、中
間波長領域における発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるβ－ＳｉＡｌＯＮ、ＢＳ
Ｓ、ＢＳＯＮ、Ｇ－ＢＡＭの中から選択される少なくとも１以上を光源に内在させ、長波
長領域における発光要素としてＣＡＳＯＮ、ＳＣＡＳＮ、ＬＯＳ、ＫＳＦ、ＫＳＮＡＦの
中から選択される少なくとも１以上を光源に内在させることは好ましい。
さらには、以下の通りである。
　青紫色ＬＥＤ（ピーク波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）かつ／または青色ＬＥＤ
（ピーク波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中
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間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるＢＳＯＮを用い、長
波長領域における第一発光要素としてＳＣＡＳＮを用いることは非常に好ましい。
　青紫色ＬＥＤ（ピーク波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）かつ／または青色ＬＥＤ
（ピーク波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中
間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるβ－ＳｉＡｌＯＮを
用い、長波長領域における第一発光要素としてＣＡＳＯＮを用いることは非常に好ましい
。
　青紫色ＬＥＤ（ピーク波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）かつ／または青色ＬＥＤ
（ピーク波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中
間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるβ－ＳｉＡｌＯＮを
用い、長波長領域における第一発光要素としてＣＡＳＯＮを用い、長波長領域における第
二発光要素としてＫＳＦもしくはＫＳＮＡＦを用いることは非常に好ましい。
　青紫色ＬＥＤ（ピーク波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）かつ／または青色ＬＥＤ
（ピーク波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中
間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるβ－ＳｉＡｌＯＮを
用い、長波長領域における第一発光要素としてＳＣＡＳＮを用いることは非常に好ましい
。
　青紫色ＬＥＤ（ピーク波長が４２０ｎｍから４５５ｎｍ程度）かつ／または青色ＬＥＤ
（ピーク波長が４５５ｎｍから４８５ｎｍ程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中
間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるβ－ＳｉＡｌＯＮを
用い、長波長領域における第一発光要素としてＳＣＡＳＮを用い、長波長領域における第
二発光要素としてＫＳＦもしくはＫＳＮＡＦを用いることは非常に好ましい。
【０１９０】
　これらの発光要素の組み合わせは、それぞれの発光要素の有するピーク波長位置、半値
全幅等が、視覚実験で被験者が好ましいとした色の見え、物体の見えを実現するうえで、
非常に好都合である。
【０１９１】
　本発明の照明方法又は発光装置においては、これまで記載した発光要素（発光材料）を
用いると、指標Ａcg、放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）、Ｄuv等を所望の値に設定しやすくなるた
め、好ましい。また、当該光を色刺激としてとらえ、当該発光装置での照明を仮定した場
合の当該１５色票の色の見えと、計算用基準光での照明を仮定した場合の色の見えとの差
に関する｜Δｈn｜、
【数３２】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）も、上記記載の発光要素を用いると所望の値に設定しやす
くなるため、好ましい。
【０１９２】
　Ｄuvを０から低下させ、適切な負値にするには、種々の手段が考えられる。たとえば当
該３波長領域それぞれにひとつの発光要素を有する発光装置を想定すれば、短波長領域内
の発光要素の発光位置をさらに短波長側に移動させる、長波長領域内の発光要素の発光位
置をさらに長波長側に移動させる、中間波長領域内の発光要素の発光位置を５５５ｎｍか
らずらすなどのことが可能である。さらに、短波長領域内の発光要素の相対的発光強度を
上げる、長波長領域内の発光要素の相対的発光強度を上げる、中間波長領域内の発光要素
の相対的発光強度を下げるなどのことが可能である。また、この際にＣＣＴを変化させず
にＤuvを変化させるには、短波長領域内の発光要素の発光位置を短波長側に移動させ、か
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ばよい。さらに、Ｄuvを正側に変化させるには、上記記載と逆の操作を行えばよい。
【０１９３】
　さらに、たとえば当該３波長領域それぞれに二つの発光要素を有する発光装置を想定し
、Ｄuvを低下させるには、たとえば、短波長領域内の２つの発光要素の中の相対的に短波
長側にある発光要素の相対強度を上げる、超波長領域内の２つの発光要素の中の相対的に
長波長側にある発光要素の相対強度を上げるなどのことも可能である。また、この際にＣ
ＣＴを変化させずにＤuvを低下させるには、短波長領域内の２つの発光要素の中の相対的
に短波長側にある発光要素の相対強度を上げ、かつ、長波長領域内の２つの発光要素の中
の相対的に長波長側にある発光要素の相対強度を上げることを同時に行えばよい。さらに
、Ｄuvを正側に変化させるには、上記記載と逆の操作を行えばよい。
【０１９４】
　一方、当該発光装置での照明を仮定した場合の当該１５色票の色の見えと、計算用基準
光での照明を仮定した場合の色の見えとの差に関する｜Δｈn｜、

【数３３】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）を変化させるための手段としては、特にΔＣnを増加させる
ためには、Ｄuvを所望の値となるように分光分布を全体を調整したうえで、以下のような
ことが可能である。各発光要素の半値全幅を狭い材料に置換し、スペクトル形状として各
発光要素間を適切に分離する、各発光要素のスペクトル中に凹凸を形成すべく、照明光源
、照明器具等の中に所望の波長を吸収するフィルターを設置する、発光装置中にさらに狭
帯域な発光をする発光要素を追加搭載する等のことを行えばよい。
【０１９５】
　このように、本発明は、視覚実験を行った５ｌｘから１５０ｌｘの照度範囲で、種々の
色相を有する多種多様な照明対象物の視認性をより高め、人間が知覚する有彩色の色の見
えがより良好となり、かつ、明るさ感も向上する第一義的な照明方法又は発光装置を明ら
かにしている。
　このための手段は、照明対象物の位置における光のＤuvを適切な範囲とすることであっ
て、かつ、当該光での照明を仮定した当該１５色票の色の見えと、計算用基準光での照明
を仮定した当該１５色票の色の見えとの差に関する｜Δｈn｜、
【数３４】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）等の指標を適切な範囲にすることである。
【０１９６】
　換言すると、本発明の照明方法は、半導体発光素子から出射される光を分光分布中に構
成要素として含み、かつ、｜Δｈn｜、
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【数３５】

ΔＣn、（ΔＣmax－ΔＣmin）、ＤuvSSL等が適切な範囲となっている光を照明対象物に照
射する照明方法であり、本発明の照明方法に用いる発光装置としては、このような照明が
可能な装置であれば、どのような構成をとる装置であっても構わない。当該装置は、たと
えば照明光源単体であっても、当該光源を放熱板等の上に少なくとも１以上搭載している
照明用モジュールであっても、当該光源あるいはモジュールにレンズ、反射機構、駆動用
電気回路等を付与した照明器具であっても良い。さらには、光源単体、モジュール単体、
器具単体等を集合させ、少なくともこれらを支持する機構を有する照明システムであって
もよい。
【０１９７】
　また、本発明の発光装置における、視認性をより高め、人間が知覚する有彩色の色の見
えがより良好となり、かつ、明るさ感も向上するための手段が、主たる放射方向に出射さ
れる光の分光分布から求められるＤuvを適切な範囲とした発光装置とすることであって、
かつ、指標Ａcgを適切な範囲とした発光装置とすることである。
【０１９８】
　換言すると、本発明は、半導体発光素子から出射される光を主たる放射方向の分光分布
中にスペクトル構成要素として含み、かつ、当該放射方向の光の分光分布から導出される
Ｄuv、指標Ａcgが適切な範囲となっている発光装置であり、このような発光装置であれば
、どのような構成をとる装置であっても構わない。当該装置は、たとえば照明光源単体で
あっても、当該光源を放熱板等の上に少なくとも１以上搭載している照明用モジュールで
あっても、当該光源あるいはモジュールにレンズ、反射機構、駆動用電気回路等を付与し
た照明器具であっても良い。さらには、光源単体、モジュール単体、器具単体等を集合さ
せ、少なくともこれらを支持する機構を有する照明システムであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１９９】
　本発明の照明方法、又は、照明光源、照明器具及び照明システム等の発光装置は、応用
分野が非常に広く、特定の用途には限定されずに使用することが可能である。しかし、本
発明の照明方法又は発光装置の特長に照らして、以下の分野への応用は好ましい。
【０２００】
　例えば、本発明の照明方法又は発光装置により照明した場合には、従来の照明方法又は
発光装置と比較して、視認性が高まり、人間が知覚する有彩色の色の見えがより良好とな
り、かつ、明るさ感も向上する。
　このために、例えば、一般の白色紙上の黒文字等が読みやすくなる。このような特長を
生かし、寝室内の読書灯、非常作業時の懐中電灯等の作業用照明に応用することは好まし
い。さらに、作業内容によっては、工場等において、細かな部品の外観検査を行う、布地
検査などにおいて近接した色の識別を行う、生肉の鮮度確認のための色確認を行う、限度
見本に照らした製品検査を行う等も考えられるが、本発明の照明方法または発光装置によ
り照明した場合には、エネルギー消費の少ない、たとえば１００ｌｘ程度の低照度であっ
ても、近接した色相における色識別が容易になり、あたかも高照度環境下の様な作業環境
を実現しうる。よってこのような観点でも作業用照明に適応することは好ましい。
【０２０１】
　さらには、色の識別能が上がるために胃カメラ等に利用される光源等の医療用照明に応
用することも好ましい。なぜなら、動脈血は酸素を多く含むため鮮紅色であるが、静脈血
はに二酸化炭素を多く含むため暗赤色である。両者は同じ赤色であるが、その彩度が異な
るため、良好な色の見え（彩度）を実現する本発明の照明方法又は装置により、動脈血と
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好な色の表示が診断に大きな影響を持つことは明白であり、正常な部位と病変した部位を
容易に見分けることなどが期待される。同様の理由から、製品の画像判定器などの工業用
機器内の照明方法としても、好適に利用可能である。特に本発明の方法では、１００ｌｘ
程度の低照度であっても、あたかも高照度環境下の様な誤判定の少ない画像判定が可能で
ある。
【０２０２】
　本発明の照明方法又は発光装置により照明した場合には、照度が５ｌｘ以上１５０ｌｘ
以下であったとしても、紫色、青紫色、青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤
色、赤紫色などの大半の色、場合によってはすべての色について、良好な色の見えが実現
される。また、中間的な彩度を有する、被験者（日本人）の肌色、各種食品、衣料品、木
材色等も、多くの被験者がより好ましいと感じる、自然な色の見えとなる。
　よって、本発明の照明方法又は発光装置を家庭用等の一般照明に応用したとすれば、エ
ネルギー消費の少ない低照度環境であったとしても、食品は新鮮に、かつ、食欲をそそる
ように見え、新聞や雑誌等も見やすく、段差等の視認性も上がり家庭内の安全性向上にも
つながると考えられる。よって、本発明を家庭用照明に応用することは好ましい。また、
店舗の電力消費を抑制しつつ、低照度で衣料品、食品、車、かばん、靴、装飾品、家具等
を魅力的に照明する展示物用照明としても好ましく、周辺から際立って視認させる照明が
可能である。化粧品等の、色の微妙な差が購入の決め手となる物品の照明としても好まし
い。さらには、結婚式場、劇場等での演出用照明としても好適で、電力消費を抑制しつつ
も、着物、歌舞伎等の隈取等もはっきりと見えるようになる。さらに肌色も際立ち好まし
い。また、美容室の照明として使用すると、毛髪をカラー処理する場合、屋外で見たとき
と齟齬がないような色にすることが可能となり、染めすぎや染め不足を防ぐことができる
。
【０２０３】
　さらに、例えば、航空機内の客席では、読書もなされ、仕事もなされ、食事も行われる
。さらに電車、長距離バス等においても事情は類似している。このような交通機関の内装
用照明として、本発明は好適に利用可能である。
【０２０４】
　さらに、美術館等では低照度で展示物を照明し、光照射にともなう退色等を抑制するこ
とを行うが、通常このようにすると、絵画等の真の色の見えは知覚できなくなってしまう
。しかし、本発明の照明方法、あるいは本発明の発光装置を用いて照明すると、低照度で
ありながら人間が知覚する有彩色の色の見えがより良好なるため好ましい。すなわち、美
術品用照明としても本発明は好適に利用可能である。
【０２０５】
　一方で、本発明は高齢者用照明としても好適に利用可能である。すなわち、細かな文字
が通常の寝室内に設置される読書灯では見えにくい、段差等が見えにくい等の場合であっ
ても、本発明の照明方法又は発光装置を適応することで、有彩色間の識別が容易になるた
め、これらの問題を解決可能である。よって、老人ホームや病院の待合室、書店や図書館
等の不特定多数の方が利用する公共施設等における照明にも好適に利用可能である。
【０２０６】
　さらに、各種の事情で比較的低照度になりがちな照明環境に適応して、視認性を確保す
る応用においても、本発明の照明方法又は発光装置は好適に利用可能である。
【０２０７】
　例えば、街灯などは省エネルギーの観点から地上面で１０ｌｘ程度の低照度になりがち
である。このような応用に対しても本発明の照明方法又は発光装置を用いることは好まし
い。また、車のヘッドライトに応用し、従来光源を用いた場合よりも各種の視認性を向上
させることも好ましい。さらに、上映中の映画館内などの足元灯にも好適に利用可能であ
る。
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